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１．水道の基盤強化及び広域連携の推進について
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①老朽化の進行

• 高度経済成長期に整備された施設が老朽化。年間２万件を超える漏水・破損事故が発生。
• 耐用年数を超えた水道管路の割合が年々上昇中（R２年度20.6%）。

③多くの水道事業者が小規模で経営基盤が脆弱

• 水道事業は主に市町村単位で経営されており、多くの事業が小規模で経営基盤が脆弱。
• 小規模な水道事業は職員数も少なく、適切な資産管理や危機管理対応に支障。
• 人口減少社会を迎え、経営状況が悪化する中で、水道サービスを継続できないおそれ。

これらの課題を解決し、将来にわたり、安全な水の安定供給を維持していくためには、

水道の基盤強化を図ることが必要。

④計画的な更新のための備えが不足

• 約２分の１の水道事業者において、給水原価が供給単価を上回っている（原価割れ）。
• 計画的な更新のために必要な資金を十分確保できていない事業者も多い。

現状と課題

②耐震化の遅れ

• 水道管路の耐震適合率は約４割に留まっている。
• 大規模災害時には断水が長期化するリスク。

１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道を取り巻く環境～

（各種数値等については改正当時のものではなく、現在の数値に修正している）



１．関係者の責務の明確化

①国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないこととする。

②都道府県は水道事業者等（水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこと

とする。

③水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。

２．広域連携の推進

①国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。

②都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。

③都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。

３．適切な資産管理の推進

①水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕をしなければならないこととする。

②水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないこととする。

③水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。

④水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し公表するよう努めなければならないこととする。

４．官民連携の推進

地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権※を民間事業者

に設定できる仕組みを導入する。
※公共施設等運営権とは、PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

５．指定給水装置工事事業者制度の改善

資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定※に更新制（５年）を導入する。
※各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の工事を施行する者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定。

人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、
所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和元年10月1日 （ただし、３．②の水道施設台帳の作成・保管義務については、令和４年10月1日から適用）

施行期日

改正の概要
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道法の一部を改正する法律（平成 3 0年法律第 9 2号）の概要～



老朽化・耐震性不足 人材減少・高齢化経営環境の悪化

水道法第５条の２第１項に基づき定める水道の基盤を強化するための基本的な方針であり、今度の水道事業及び水道用水供給事業の目指
すべき方向性を示すもの（令和元年9月30日厚生労働大臣告示）。

○基本方針とは・・・

水道の基盤強化に向けた基本的考え方

①適切な資産管理
収支の見通しの作成及び公表を通じ、水道施設の計画的な
更新や耐震化等を進める。

②広域連携
人材の確保や経営面でのスケールメリットを活かした市町
村の区域を越えた広域的な水道事業間の連携を推進する。

③官民連携
民間事業者の技術力や経営に関する知識を活用できる官民
連携を推進する。

関係者の責務及び役割

国：水道の基盤の強化に関す
る基本的かつ総合的な施策の
策定、推進及び水道事業者等
への技術的・財政的な援助、
指導・監督を行う。

水道事業者等：事業を適正か
つ能率的に運営し、その事業
の基盤を強化する。将来像を
明らかにし、住民等に情報提
供する。

都道府県：広域連携の推進役
として水道事業者間の調整を
行う。水道基盤強化計画を策
定し、実施する。水道事業者
等への指導・監督を行う。

民間事業者：必要な技術者・
技能者の確保、育成等を含め
て水道事業者等と連携し、水
道事業等の基盤強化を支援し
ていく。

市町村：地域の実情に応じて
区域内の水道事業者等の連携
等の施策を策定し、実施する。

住民等：施設更新等のための
財源確保の必要性を理解し、
水道は地域における共有財産
であり、自らも経営に参画し
ているとの認識で関わる。

水道事業の現状と課題

第２ 水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項 第５ 水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項
第３ 水道事業等の健全な経営の確保に関する事項 第６ その他水道の基盤の強化に関する重要事項
第４ 水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項

第１ 水道の基盤の強化に関する基本的事項
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道の基盤を強化するための基本的な方針について～
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（万人）

有収水量（十万㎥/日）
一人一日給水量（㍑/人/日）

総人口（万人）

給水人口（万人）

有収水量（十万㎥/日）

一人一日給水量（㍑/人/日）

※1) 実績値（～2019）：水道統計より。給水人口・有収水量は、上水道及び簡易水道を合わせたものである。総人口のみ2020年まで実績値を記載。一人一日給水量＝有収水量÷給水人口。
※2) 総人口（2021～2115）：国立社会保障・人口問題研究所（平成29年推計「日本の将来推計人口（超長期推計含）」より、厚労省水道課事務局にて2020実績人口に差し引き補正。出生率・死亡率ともに中位を採用）
※3) 給水人口（2020～2115）：最新の2019年度普及率（97.6％）が今後も継続するものとして、総人口に乗じて算出している。
※4) 有収水量（2020～2115）：家庭用と家庭用以外に分類。家庭用有収水量＝家庭用原単位×給水人口。家庭用以外有収水量は、今後の景気の動向や地下水利用専用水道等の動向を把握することが困難であるため、家

庭用有収水量の推移に準じて推移するものと考え、家庭用有収水量の比率（0.310）で設定した。本推計値は2015実績を元に2017年度に実施した推計有収水量の結果を最新の2019年度時点で差し引き補正して採用。

ピーク（1998）

4,100万（㎥/日）

（1965～）
全ての上水道事業者及び簡易水道事業者対象

（～1964）
協会会員の上水道事業者のみ対象

１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～人口減少社会の水道事業～

（2050）

2,760万（㎥/日）

ピーク時の67%

（2100）

1,520万（㎥/日）

ピーク時の37%
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・ 全国に約3,800の水道事業が存在。小規模で職員数が少ない水道事業者が非常に多い。

・ 水道事業に携わる職員数は、ピークと比べて36%程度減少している。

給水人口別の水道事業数と平均職員数（令和２年度）

給
水

人
口

（
人

）

（簡易水道事業）

水道事業数

水道事業における職員数の推移

36％程度
減少

職
員

数
（

人
）

出典：令和2年度水道統計 ※嘱託職員を除く
出典：令和2年度水道統計、令和2年度簡易水道統計

平均職員数

※嘱託職員を除く

１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～給水人口別の水道事業数及び職員数の状況～
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～【参考】簡易水道事業の統合の状況～

簡易水道事業は補助制度の見直しなどにより、統合が促進された。

※2000年～2001年にかけて専用水道の数が大きく増えているが、水道法改正により専用水道の対象が拡大されたことによる。
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～ 【参考】簡易水道事業の分布（都道府県）～



○ 都道府県は、水道の基盤を強化するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、水道の基盤の強化に関
する計画（「水道基盤強化計画」）を定めることができる。

○ 都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村及び水道事業者等の同
意を得なければならない。

○ 都道府県においては、法第２条の２第２項に定める責務にあるように、市町村を超えた広域的な見地から広域連
携の推進役として積極的な関与が期待されるものである。

○ 水道の基盤の強化に向けて、国、都道府県、市町村、水道事業者等が一体となって取り組み、かつ、広域連携の
推進役としての都道府県の機能を強化するため、都道府県に対して、広域連携をはじめとした水道の基盤の強化に
関する計画を主体的に策定することができる権限を与えたもの。

水道基盤強化計画の策定趣旨

① 水道の基盤の強化に関する基本的事項
② 水道基盤強化計画の期間
③ 計画区域における水道の現況及び基盤の強化の目標
④ 計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項
⑤ 都道府県及び市町村による水道事業者等の間の連携等の推進の対象となる区域（連携等推進対象区域）
⑥ 連携等推進対象区域における水道事業者等の間の連携等に関する事項
⑦ 連携等推進対象区域において水道事業者等の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項

水道基盤強化計画に定める事項
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道基盤強化計画について～
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～改正水道法に基づく広域連携の推進～
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～「水道広域化推進プラン」の策定状況について～

（平成31年１月25日付け 総務省自治財政局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知）
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道広域化の更なる推進について～



15

１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～広域連携の推進～

小規模で経営基盤が脆弱な事業者が多いことから、施設や経営の効率化・基盤強化を図る広域連携の推進が重要であ

る。料金収入の安定化やサービス水準等の格差是正、人材・資金・施設の経営資源の効率的な活用、災害・事故等の

緊急時対応力強化等の大きな効果が期待される。

広域連携の形態 内容 事例

事業統合
・経営主体も事業も一つに統合された形態

（水道法の事業認可、組織、料金体系、管理が一体化されている）

香川県広域水道企業団

（香川県及び県下８市８町の水道事業を
統合：H30.4～）

経営の一体化
・経営主体は同一だが、水道法の認可上、事業は別形態

（組織、管理が一体化されている。事業認可及び料金体系は異なる）

大阪広域水道企業団

（大阪広域水道企業団が13市町村の水道
事業を経営：H29.4～順次拡大）

業
務
の
共
同
化

管理の
一体化

・維持管理の共同実施･共同委託(水質検査や施設管理等)
・総務系事務の共同実施、共同委託

神奈川県内５水道事業者

（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、
神奈川県内広域水道企業団の水源水質検
査業務を一元化：H27.4～）

施設の
共同化

・水道施設の共同設置・共用
（取水場、浄水場、水質試験センターなど）

・緊急時連絡管の接続

熊本県荒尾市と福岡県大牟田市

（共同で浄水場を建設：H24.4～）

その他 ・災害時の相互応援体制の整備、資材の共同整備等 多数



16

１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～近年における広域連携の実施例～

統合年次 事業体名 計画給水人口 内容
検討開始から統合実現

までに要した年数

平成26年４月 岩手中部水道企業団 221,630人
岩手県中部地域の用水供給事業者（1企業団）と
受水事業者（2市1町）が事業統合

12年2ヶ月

平成28年４月 秩父広域市町村圏組合 111,211人
埼玉県秩父地域の水道事業を一元化するため、複
数の水道事業者（1市4町）が事業統合

7年5ヶ月

平成28年４月 群馬東部水道企業団 444,000人
群馬県東部地域の水道事業を一元化するため、複
数の水道事業者（3市5町）が事業統合

7年

平成29年４月
平成31年４月
令和3年４月

大阪広域水道企業団
444,200人

※5市7町1村の
計画給水人口の合計

大阪府域一水道を目指し、経営統合を拡大中
用水供給事業者（1企業団）が平成29年4月に1市1町1
村、平成31年4月に2市4町、令和3年4月に2市2町と経
営の一体化

3年7ヶ月
※最初の統合まで

平成30年4月 香川県広域水道企業団 約970,000人
香川県内の水道事業を一元化するため、香川県と
県内の水道事業者（8市8町）が事業統合

10年

平成31年４月 かずさ水道広域連合企業団 321,500人
千葉県君津地域の用水供給事業者（1企業団）と
受水事業者（4市）が事業統合

12年2ヶ月

平成31年４月 田川広域水道企業団
94,150人
※1市3町の

計画給水人口の合計

福岡県田川地域の用水供給事業者（1企業団）と
受水事業者（1市3町）が経営の一体化

10年8ヶ月

令和２年４月 佐賀西部広域水道企業団 154,600人
佐賀西部地域の用水供給事業者（1企業団）と受
水事業者（3市3町1企業団）が事業統合

12年2ヶ月

令和２年４月 群馬東部水道企業団 454,000人
群馬県東部地域の水道事業一元化の次のステップ
として、用水供給事業者（1企業局の2事業）と受
水事業者（1企業団）が事業統合

4年

令和４年４月 磯城郡水道企業団 45,600人
奈良県磯城郡の複数の水道事業者（3町）が経営
の一体化

７年９ヶ月

令和５年４月
（予定）

広島県水道広域連合企業団

592,424人
※9市5町の

計画給水人口の合計
(令和3年3月時点)

広島県内の用水供給事業者（広島県）と水道事
業者（9市5町）が経営の一体化

６年６ヶ月
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～近年における広域連携の実施例～

群馬東部水道企業団の広域連携について
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～広域連携に関する財政支援（生活基盤施設耐震化等交付金）～



２．適切な資産管理について
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２ . 適切な資産管理について

～適切な資産管理の推進により期待する効果～



２ . 適切な資産管理について

～点検を含む維持・修繕（法第 2 2条の２、施行規則第 1 7条の２）～

○ 特に、基幹となる水道施設に多く用いられ、また、点検及び補修等を適切に実施すると、施設

の更新需要の平準化に有効となるコンクリート構造物（水密性を有し、水道施設の運転に影響

を与えない範囲において目視が可能なものに限る）については、次のとおりの対応とする。

○ 水道施設の点検を、構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行う
↑目視と同等以上の方法も可能となるよう追記予定（R5.3公布、R6.4.1施行予定）

○ 水道施設の点検の結果、異状を把握した場合には、維持又は修繕を行う

⚫ 概ね５年に１回以上の頻度で点検を行う

⚫ 点検した際は、以下の事項を記録する ［同施設を次に点検を行うまで保存］

・点検の年月日 ・点検を実施した者の氏名 ・点検の結果

⚫ 点検した結果、施設の劣化を把握し、修繕を行った場合には、その内容を記録する

［当該施設を利用している期間保存］

↑水管橋崩落事故を契機として、道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等（異常が生じ

たときに水の供給等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。）に対しても次のと

おりの対応とするよう追記予定（R5.3公布、R6.4.1施行予定）

水道施設を良好な状態に保つために、維持・修繕を行わなければならない。

21
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の点検を含む維持・修繕ガイドラインの概要～

水管橋崩落事故の教訓等を踏まえて改訂予定（R5.3）
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の保全の考え方～
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の点検を含む維持・修繕の実施状況～

➢ 水道施設の点検を実施もしくは概ね実施している事業者は約８８％
➢ 水道施設の修繕等の措置を実施もしくは概ね実施している事業者は約９１％
➢ 水道法第２２条の２に基づき、着実に点検及び修繕等の措置を実施されたい。
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２ . 適切な資産管理について

～和歌山市における水管橋崩落事故を受けた対応～
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２ . 適切な資産管理について

～全国における水管橋等の保有状況調査結果～

➢ 全国の水管橋等の数は、令和3年度末時点で約14.6万箇所。概ね管路延長5kmあたり1箇所の割
合で存在

➢ 事業者の規模が大きいほど多くの水管橋等を管理している傾向
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２ . 適切な資産管理について

～全国における水管橋等の点検頻度調査結果～

➢ 約71％の事業者が5年に1度以上の頻度で点検を実施。
➢ 事業者の規模が小さいほど点検頻度が低い傾向。
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２ . 適切な資産管理について

～維持管理制度の見直し方針～

➢水管橋崩落事故の教訓等を踏まえ、現状の規制・技術的助言について、見直しを行う。
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２ . 適切な資産管理について

～省令改正（水道法施行規則第 1 7条の２）について～

➢ 水管橋等に対する規制をコンクリート構造物並に引き上げる。
➢ 新技術を積極的に採用する観点から、目視以外の方法も採用できることを明確にする。
➢ 令和５年３月公布予定、令和６年４月１日施行予定

現行省令 改正（案）のポイント

第十七条の二 法第二十二条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設
の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び
適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要
な措置を講ずること。

二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。 目視と同等以上の方法
も採用可能とする記述とする。

三 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲にお
いて目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。)にあつては、おおむね五年に一
回以上の適切な頻度で行うこと。

道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等（損傷、
腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水
の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障
を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三
項において同じ。）
についても、おおむね５年に一回以上の適切な頻
度の点検を義務づける。

四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があること
を把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。

２ 水道事業者は、前項第二号の点検(コンクリート構造物に係るものに限る。)を行つた場合に、次に
掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。

一 点検の年月日
二 点検を実施した者の氏名
三 点検の結果

道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等
についても、点検結果等の記録・保存を義務づけ
る。

３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物の損傷、腐食その他
の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、そ
の内容を記録し、当該コンクリート構造物を利用している期間保存しなければならない。

道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等
についても、修繕内容の記録・保存を義務づける。
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドラインの改訂について～

➢ 省令改正部分は「3.1 法令の規定内容」に追記 ←必須事項
➢ 省令改正部分以外の、事故を踏まえて得られた知見に基づく、水管橋等の点検を含む
➢ 維持・修繕手法の充実に係る具体的な内容については、「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」に概

要を追記 ←標準事項、推奨事項

ガイドラインの構成（目次） 改訂（案）のポイント

第１章 総説 ←ガイドライン改訂の経緯を追記

第２章 「点検を含む維持・修繕」の位置付け

第３章 「点検を含む維持・修繕」の実施方法
3.1 法令の規定内容

3.1.1 点検を含む維持・修繕
3.1.2 水道法施行規則で規定するコンクリート構造物の点検
3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検（項目追加）
3.1.4 点検及び修繕の記録（番号ズレ）

←巡視・点検に係る新技術が活用できる旨を記載

←施行規則で定める対象施設、点検手法、点検頻度等について記載
←施行規則で定める点検及び修繕の記録方法について記載

3.2 コンクリート構造物 ～ 3.4 建築物

3.5 管路
3.5.1 管路一般
3.5.2 水管橋及び橋梁添架管
3.5.3 附属設備

←六十谷水管橋崩落事故等を踏まえて得られた知見を元に大幅改訂

3.6 機械・電気設備 3.7 計装設備

第４章 取水施設 第５章 貯水施設 第６章 導水施設
第７章 浄水施設 第８章 送・配水施設 第９章 計装設備

←第６章に水路橋の記載があるため、水管橋等に準ずる旨を記述

令和５年３月改訂予定
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• 事故から得られた教訓に基づき、水管橋等における点検を含む維持・修繕手法等の考え方を体系的に整理

点検作業方針の決定

点検作業

• 点検を構成する要素として、診断を明記

• 点検の種類：初期点検、定期点検、臨時点検、緊急点検

• 点検頻度：重要性、設置環境、劣化状況に応じて設定

• 点検項目：形式毎・部材毎に設定

• 点検方法：基本調査（目視・近接目視・触診打音）

→不足なら詳細調査（器具による測定や構造解析）

• 点検範囲及び留意点

➢ 点検範囲は管体のみならず補剛材や下部工等も対象

➢ 径間毎に点検を実施し、構造形式に応じた特徴や腐食しやすい弱点部に留意

➢ 補剛形式は部材の劣化が局所的であっても、構造的バランスを失い落橋する

ことがある。

➢ 塵埃や水の溜まりやすい狭隘部や凹凸部などは腐食が進行しやすい。

• 点検項目毎の診断方法を記載

• 点検の要点を明確にし、頻度・項目・方法等をあらかじめ設定

修繕

＜考え方＞

• 腐食箇所の修繕、漏水部の修繕、伸縮継手の修繕、塗替え塗装、

橋台・橋脚部の修繕
※下線部は現行ガイドラインより充実させた箇所

２ . 適切な資産管理について

～ガイドライン 3 . 5 . 2 水管橋及び橋梁添架管 の記載の充実（１）～
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２ . 適切な資産管理について

～ガイドライン 3 . 5 . 2 水管橋及び橋梁添架管 の記載の充実（２）～

➢ 必須事項、標準事項、推奨事項について再整理。
➢ 診断において、劣化グレード判定表を用いることを推奨。
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２ . 適切な資産管理について

～水管橋等の維持・修繕に関する検討報告書について～

➢ 「水管橋等の点検を含む維持・修繕を実施する際に、ガイドラインの記載内容を補足する資料
として参照し、それぞれの水道事業者の実情に応じて、適宜参考とすることで、水管橋等の維
持・修繕の充実が図られることを目的として取りまとめた報告書」として作成。
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２ . 適切な資産管理について

～水道における新技術について～

• 水道施設の点検を含む維持・修繕・更新等の実施にあたっては、新技術を積極的に活用し、水道施設を良
好な状態に保ちつつ、長寿命化を図ることが重要である。

• 厚生労働省としては、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」において水道事
業者等に新技術の採用を促している。また、新技術の導入に関する実績調査や（公財）水道技術研究セン
ター(JWRC）と連携した新技術の事例集（具体的な点検方法や活用事例等）の取りまとめなど新技術導入
を促進させる取組を行っている。

• 厚生労働省としては、平成30年度よりIoTを活用したモデル事業の推進により新技術導入の支援を行ってい
る（令和４年度から支援する新技術の対象を拡大）。



インフラメンテナンス大賞の概要

１ 主催者
内閣府、国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、環境省、防衛省

２ 表彰対象

インフラメンテナンスにかかる特に優れた取組・技術開発

ア）メンテナンス実施現場における工夫部門

イ）メンテナンスを支える活動部門

ウ）技術開発部門

３ 表彰の種類
内閣総理大臣賞※／国土交通他８大臣賞※／特別賞／優秀賞

（※第７回より内閣総理大臣賞と環境大臣賞を創設）

２ .適切な資産管理について ～インフラメンテナンス大賞～
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• 国民へのメンテナンスの理念の普及、ベストプラクティスの幅広い展開を図るため、国内のインフラメンテナンスに係る優
れた取組や技術開発を表彰する「インフラメンテナンス大賞」を創設し、これまでに表彰を6回実施。

• 応募分野として水道分野も設置されており、積極的な応募や関係者への周知をお願いしたい。また、過去の受賞案件につい
てもインフラメンテナンスのベストプラクティスとして、参照いただきたい。

インフラメンテナンス大賞の各種情報については以下を
参照いただきたい。
※インフラメンテナンス大賞（第７回）は

令和５年４月25日募集開始、6月30日募集〆切
※国土交通省HP:インフラメンテナンス大賞

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance
/03activity/03_award.html

表彰種類
(応募分野：水道)

応募者 応募案件名

第6回 厚生労働大臣賞 八尾市水道局 Excelを活用した直営での水道施
設台帳システムの運用方法

※国土交通大臣
賞

松江市上下水道
局

文化財に指定されたダムの堤体
PSアンカー工法による耐震補強
工事

第5回 厚生労働大臣賞 一般社団法人日
本水中ロボット
調査清掃協会

水中ロボットによる配水池の不
断水工法での調査および清掃

優秀賞 コスモ工機(株) 大口径送水管路立ち上げ部にお
ける付属設備及び人孔蓋リ
ニューアル工法

第3回 厚生労働大臣賞 東京水道サービ
ス㈱

時間積分式漏水発見器による効
率的な漏水発見手法（スクリー
ニング工法）

優秀賞 東亜グラウト工
業㈱

アイスピグ管内洗浄工法（氷で
管内を洗浄する技術）

第2回 ※情報通信技術の優
れた活用に関する総
務大臣賞

松江市上下水道
局

IOTを活用したオープン型遠隔監
視システム構築による広域的水
道施設の運転維持管理

厚生労働大臣賞 大成機工(株) 不断水で設置可能な継手部補強
金具による既設管の地震対策

第1回 厚生労働大臣賞 (株)デック 既設経年管を再利用したステン
レス・フレキ管による水道管路
の更新・耐震化の新工法

優秀賞 東京都水道局 漏水防止計画作業

優秀賞 日本ヴィクト
リック(株)

伸縮可とう管の変位状況を簡単
に検知できる専用の計測装置で、
管路の安全管理に貢献

過去の受賞歴（応募分野：水道）※第4回は水道該当無し
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https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_award.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/06maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/06maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/06_21.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/05maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/05_04.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/05_05.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/03maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/03_05.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/03_06.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/02maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/02_01MIC_02.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/02_03MHLW_01.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/01maintenanceaward.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/01_03MHLW_01.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/01_03MHLW_02.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/01_03MHLW_03.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/pdf/04maintenanceaward.pdf
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２ . 適切な資産管理について

～個別施設計画（個別施設毎の長寿命化計画）の策定・更新について～

• 9事業者(令和５年１月時点)において、個別施設計画が未策定。未策定の事業者は、速やかに個別施設計画の策定をお願いしたい。

• 改革工程表の中においても、個別施設計画の策定率を2022年度末までに100%とするKPIが設定。

• また、個別施設計画策定済みの事業者においても、適宜、計画の更新をお願いしたい。

厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和３年３月31日策定）

• https://www.mhlw.go.jp/topics/2015/04/dl/tp0416-01-r03.pdf

• 平成25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議においてとりまとめられた

「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、厚生労働省が管理・所管するインフラの維持管理・更新

等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を示す計画として、平成27年３月、「厚生労働省

インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、その後、令和３年３月に、新計画を策定。

厚生労働省HP:厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）

• https://www.mhlw.go.jp/topics/2015/04/tp0416-01.html

• 厚生労働省の行動計画、個別施設計画等の情報についてはこちらを参照ありたい。

内閣府HP:インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/index.html

• 会議資料等についてはこちらに掲載されている。

• 内閣府HP:インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議第10回幹事会(令和3年10月13日)

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/k_dai10/index.html

• 直近の会議は第10回幹事会。最新の動向についてはこちらを参照ありたい。

内閣府HP:インフラ長寿命化基本計画 平成25年11月29日

• 本文

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/houbun.pdf

• 概要

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/gaiyou.pdf

支援ツール：作成にあたっては、以下のツールや手引き等を活用ありたい。

• 水道事業ビジョン（地域水道ビジョン）について

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/chiiki.html

• 厚生労働省HP:簡易支援ツール

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/am/tool_001.html

• 厚生労働省HP:水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き

• https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/090729-1.html

• 厚生労働省HP:水道の耐震化計画等策定指針

• https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000089462.pdf

内閣府HP:第41回経済・財政一体改革推進委員会（令和４年１２月１６日）

https://www5.cao.go.jp/keizai-

shimon/kaigi/special/reform/committee/20221216/agenda.html
「新経済・財政再生計画 改革工程表2021 (評価案)」より抜粋

内閣府HP:新経済・財政再生計画改革工程表2022 より抜粋
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/041222_divided/agenda.html

個別施設計画関係URL

「インフラ長寿命化計画（行動計画）等の策定について」（平成27 年４月22 日厚生
労働省健康局水道課事務連絡）、「厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）の
更新について」（令和３年４月16 日厚生労働省健康局水道課事務連絡）に示す留意事
項、右青枠欄に示す「個別施設計画関係URL」掲載の各種資料等を参照のうえ、個別
施設計画の早急策定、及び適宜計画の更新をお願いします。
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https://www.mhlw.go.jp/topics/2015/04/dl/tp0416-01-r03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/2015/04/tp0416-01.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/k_dai10/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/houbun.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/gaiyou.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/am/tool_001.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/090729-1.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000089462.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20221216/agenda.html
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/041222_divided/agenda.html
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２ . 適切な資産管理について

～（参考）インフラ長寿命化基本計画等の体系（イメージ）～
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設台帳の作成（法第 2 2条の３、施行規則第 1 7条の３）～
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設台帳の活用方法等の留意点について～

② 長期的な資産管理を効率的に行う観点から、台帳の電子化に努める。

③ 資産データの一部が欠損している場合は、以下の方法等による情報の補完を検討する。

④ 災害時でも台帳が活用できるよう、分散保管やバックアップ、停電対策等の危機管理対策を行
う。

⑤ 水道施設台帳の情報を固定資産台帳の情報に整合させることにより、中長期的な更新需要の
算定の精度を向上させることについて検討する。

① 前述の情報に加え、水道施設の管理に活用できる情報も、水道施設台帳として作成する。

• 給水管に関する情報（口径・材質など）
• 点検、修繕記録
• 工事図面
• 施設の写真
• 制水弁の開閉状況 など

• 過去の工事記録整理
• 認可（変更）申請書に添付する図面及び工事設計書等の整理
• 現地調査
• 他の社会資本（下水道、道路、電気及びガス等）の整備状況や同種管路の普及

時期等から、当該施設の設置年度等を推測
• 過去に在籍していた職員への聞き取り調査

（例）



40

２ . 適切な資産管理について

～水道施設台帳の作成状況について～

➢ 水道施設台帳を作成している上水道事業者等は全体の約86％。
➢ 水道事業（簡易水道事業を除く）では、約95％が作成しているのに対し、簡易水道事業では約

81％にとどまっている。
➢ 水道施設台帳が未作成の水道事業者等においては早急に水道施設台帳を作成されたい。
➢ 各都道府県水道行政担当部（局）におかれては、認可権者として未作成の水道事業者等に対して適
切な指導・監督をお願いする。
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設台帳の作成状況について～

➢ １４道府県が水道施設台帳を作成済み
➢ １９都県は未作成事業者数が１０事業未満
➢ １４県は未作成事業者が１０事業者以上

０

14

9
6

18

9
6

76

4

33

4
1

5
2

34

21

0 0 0

40

0

16

2
0 0 0 0

1
３

1

35

0

5
3

0

13

0 0
1

6

32

16

37

4

0

50

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

（
水
道
事
業
者
数
）

水道施設台帳 未作成数

知事認可 大臣認可 （令和4年10月1日 厚生労働省水道課調べ）
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２ . 適切な資産管理について

～管路情報の管理状況について～

➢ マッピングシステムを整備※している水道事業者等は全体の約93％（2021年度末時点）。
➢ 0.5万人未満の水道事業者の整備状況は約76％にとどまり、給水人口が少ない事業者ほど、マッピ

ングシステム管理が遅れている状況。
➢ 国土強靱化年次計画2022において、「水道施設平面図のデジタル化率」を2025年度末までに

100%に引き上げる目標が掲げられている。
➢ 水道施設台帳の電子化が進んでいない事業者においては、資産管理の効率化の観点から、財政支

援の活用も検討のうえ、計画的に取り組まれたい。
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設台帳の電子化促進事業（平成 3 0年度～）～
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の計画的な更新等について（法第 2 2条の４、施行規則第 1 7条の４）～

○ 長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設を計画的に更新

○ 収支の見通しを作成した時は、概ね３年から５年ごとに見直す

○ 30年以上の期間を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算

○ 試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食そ
の他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で、水道施設の新設及び改造の需要を算
出し、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合にお
ける給水能力を考慮

○ 収支の見通しについては、長期的な収支の試算に基づき、10年以上を基準とした合理的な期
間について公表

水道施設の計画的な更新

長期的な収支の試算

収支の見通しの公表

収支の見通しの見直し
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２ . 適切な資産管理について

～水道施設の計画的な更新等について～

➢ 水道施設の計画的な更新に努めている水道事業者等は全体の約88％（2021年度末時点）。
➢ 0.5万人未満の水道事業者のうち、計画的な更新に努めているは約40％にとどまり、給水人口が少

ない事業者ほど検討が遅れている状況

（出典）令和４年３月厚生労働省水道課調べ

計画的な更新に
努めている

あまり努めていない

おおむね努めている

未実施

約88％の事業者が、
計画的な更新に努めている。

内
訳545件

687件

122件

39件

256件

15件

12件

200件

56件

148件

199件

152件

207件

88件

66件

※水道事業者は上水道事業のみの調査結果

※マッピングシステムと紙のみが混在を含む

○計画的な更新の検討状況（全体） ○管路の情報管理状況（現在給水人口による区分別）
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➢ 収支の試算を行っている事業者数は全体の約89％
➢ そのうち、収支の見通しを作成している事業者は約99％（全体の約78％）、
➢ そのうち、収支の見通しを公表している事業者は約79％（全体の約69％）。

（出典）令和４年３月厚生労働省水道課調べ

30年以上の算定期間
で試算している

②30年未満の算定期
間で試算している

未実施

約89％の事業者が、
収支を試算している。

522件
719件

152件

○収支の試算状況（全体）

約94％の事業者が、
需要予測を算定している。

約99％の事業者が、
収支の見通しを作成している。

約93％の事業者が、
施設規模、費用平準化等を考慮している

約79％の事業者が、
収支の見通しを公表している。

約87％の事業者が、
収支の見通しの見直しを行っている。

収支の試算

管理状況 事業体数 割合

①30年以上の算定期間で試算している 719 51.6%
②30年未満の算定期間で試算している 522 37.5%
③未実施 152 10.9%

合計 1393 100.0%

管理状況 事業体数 割合

①適切に算定している 460 37.1%
②おおむね適切に算定している 700 56.4%
③未実施 81 6.5%

合計 1241 100.0%

管理状況 事業体数 割合

①考慮している 433 37.3%
②おおむね考慮している 651 56.1%
③未実施 72 6.2%

未回答 4 0.3%

合計 1160 100.0%

管理状況 事業体数 割合

①10年以上の期間で作成している 1087 87.6%
②10年未満の期間で作成している 137 11.0%
③未実施 17 1.4%

合計 1241 100.0%

管理状況 事業体数 割合

①公表している 968 79.1%
②公表していない 250 20.4%
未回答 6 0.5%

合計 1224 100.0%

管理状況 事業体数 割合

①3～5年で見直している 428 35.0%
②5年超の期間で見直している 109 8.9%
③初めて作成してからまだ５年未満 530 43.3%
④見直しをしていない 150 12.3%
未回答 7 0.6%

合計 1224 100.0%

需要予測等 施行規模、費用平準化等

収支の見通しの作成 収支の見通しの公表

収支の見通しの見直し

２ . 適切な資産管理について

～収支の見通しの作成及び公表について～
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２ . 適切な資産管理について

～水道事業のアセットマネジメントの定義～
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２ . 適切な資産管理について

～アセットマネジメントの実施サイクルによる適切な資産管理の推進～
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２ . 適切な資産管理について

～アセットマネジメントに関する技術的支援について～

➢ 厚生労働省では、平成21年7月に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する
手引き」を作成

➢ アセットマネジメントの実践を支援するため、必要データを入力することにより更新需要や財政
収支の見通しを試算できる「簡易支援ツール」を作成し、平成25年6月に公表

➢ 「簡易支援ツール」を利用することにより、更新需要や財政収支の試算ができ、検討結果を反映
してグラフ化等が可能。

➢ アセットマネジメントの試算結果のとりまとめや活用にあたっては、「水道におけるアセットマ
ネジメントの活用事例」（厚労省HP）を参考にされたい。

更新需要及び財政収支見通しの検討手法のタイプ 

財政収支見通し 
の検討手法 

更新需要見通し 
の検討手法 

タイプＡ 

（簡略型） 

タイプＢ 

（簡略型） 

タイプＣ 

（標準型） 

タイプＤ 

（詳細型） 

タイプ１（簡略型） タイプ１Ａ タイプ１Ｂ タイプ１Ｃ  

タイプ２（簡略型） タイプ２Ａ タイプ２Ｂ タイプ２Ｃ  

タイプ３（標準型） タイプ３Ａ タイプ３Ｂ タイプ３Ｃ  

タイプ４（詳細型）    タイプ４Ｄ 

 ：簡易支援ツールにより試算可能

：手引きにより試算可能

※タイプ４Dは、施設の再構築や規模の適正化、適切な水
道料金水準等資金確保の検討を反映した場合。
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２ . 適切な資産管理について

～アセットマネジメントの実施状況等～

➢令和3年度のアセットマネジメントを実施している事業者※1は 89.6%（1,248事業者）

➢標準精度（タイプ３・C※2）以上で実施している事業者※1は 66.7% （929事業者）

➢詳細精度（タイプ４・D※3）で実施している事業者※1は10.4%（145事業者)

※1  実施中の事業者も含まれる

※2 施設の再構築や規模の適正化等までは検討していないが、将来の投資必要額（更新需要）は把握

※3 施設の再構築や規模の適正化、適切な水道料金水準等資金確保の検討を反映。
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２ . 適切な資産管理について

～（参考）給水人口別のアセットマネジメントの実施状況～

➢ 水道事業者等に対してアセットマネジメントの実施を求めてきた結果、実施率は、平
成24年度の約29％から令和３年度の約90％と増加

➢ 給水人口５万人未満の水道事業者等におけるアセットマネジメントの実施状況は、他
の水道事業者等に比べ相対的に低い状況。



52

２ . 適切な資産管理について

～（参考）都道府県別 アセットマネジメントの実施状況（R 3）～

注）実施率には実施中を含む。
注）数字は更新需要と財政収支の試算の実施を含む。

出典：令和４年３月厚生労働省水道課調べ
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２ . 適切な資産管理について

～管路の経年化の現状と課題～

⚫ 管路経年化率は20.6％※まで上昇、管路更新率は0.65％まで低下（令和2年度）。

※全管路延長約74万kmに占める法定耐用年数（40年）を超えた延長約15万kmの割合。法定耐用年数とは、

減価償却費を計算する上での基準年数。（実務上の一般的な更新基準は平均するとおおむね60年）

⚫ 令和2年度の更新実績：更新延長4,811km、更新率0.65％

⚫ 60年で更新する場合※：更新延長約８千km、更新率1.03%

※法定耐用年数を超えた管路約15万kmを今後20年間（令和3～22年度）で更新する場合

管路経年化率 ( %)

年々、経年化率が上昇

（出典）水道統計

管
路
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年

化
率

（
％

）

法定耐用年数を超えた管路延長÷管路総延長×100

管路更新率 ( %)

更新された管路延長÷管路総延長×100

年々、更新率が低下し、近年は横ばい
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管路経年化率 22.3% 17.7% 20.6%

管路更新率 0.72% 0.52% 0.65%

管路の年代別内訳（令和２年度時点） (km)

法定耐用年数（４０年）を超えた管路延長 152,538

２０年を経過した管路延長（４０年超を除く） 333,914

上記以外 252,951

管路延長合計 739,403
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２ . 適切な資産管理について

～都道府県別の管路経年化率（令和２年度）～



55

２ . 適切な資産管理について

～都道府県別の管路更新率（令和２年度）～
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２ . 適切な資産管理について

～全国の管路更新需要（延長）推計～

法定耐用年数を超えた管路をその後20年で更新する場合

⚫ 今後20年：約15万kmを更新（年度当たり、約0.8万km、更新率1.03%）

⚫ 20年後以降：約33万km※が法定耐用年数を超え、その後順次更新期を迎える。

※令和元２年度末で20年経過している管路

※不明な管路と未更新の管路は、今後20年で更新するものとしている。
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2041年～10年間
約15万km
約1.5万km/年
（更新率2.06%）

2051年～10年間
約18万km
約1.8万km/年
（更新率2.46%）

2021年～20年間
約15万km
約0.8万km/年
（更新率1.03%）

※2022年度厚生労働省調査と水道統計を基礎として過去の投資延長（除却分を除く）を集計し、60年で更新すると仮定して将来推計を実施。
更新率は総延長74万キロメートルと仮定（以下の分析も同じ）。

将来の更新需要（延長）推計
布設または更新後60年で更新すると仮定

過去の管路布設、更新実績
（現在使用しているもののみ）



57

２ . 適切な資産管理について

～管路更新の平準化例～

30年以上※の期間を見通した場合の平準化例（※施行規則で長期的な収支の算定期間とされている期間）

⚫ 単純な平準化：更新率を直ちに約2.1倍（0.65％から1.37%）へ

⚫ 段階的な平準化例：更新率を30年後に約3.1倍（0.65%から2.04%へ、毎年度0.05ポイントずつ引き上げ）へ

⚫ 更新平準化のために有効と考えられる方策の例

✓ 耐震化の優先順位の高い管路等を中心とした、更新の前倒し

✓ 地盤や過去の漏水歴等を考慮し、実耐用年数の延長可能な管路の更新時期を後ろ倒し（長寿命化）
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2020(令和２年度)実績0.5㎞
更新率0.65％
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2020(令和２年度)実績0.5㎞
更新率0.65％

2021
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２ . 適切な資産管理について

～各都道府県の管路延長（経過年数別）～

⚫ 各都道府県の管路延長を、４０年経過管、２０年経過管、２０年以下に区分した結果は以下のとおり。

⚫ 各事業者において、台帳を基にした詳細なアセット・マネジメントを行い、更新計画を策定することが重要。
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２ . 適切な資産管理について

～各都道府県の更新状況と将来の更新率試算（６０年で更新する場合）～
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２ . 適切な資産管理について

～全国の水道施設の更新費・修繕費の試算結果～

⚫ 過去10年間(2011～2020年度）の投資額（更新費を含む）※の平均値は約1兆3千億円である。
⚫ これに対して、将来30年間(2021～2050年度)にわたって単純更新を行った場合の更新費は、平均約1兆8千億円と試算

される（約5千億円/年の差）。

※過去の投資額、将来の試算の前提は次ページを参照。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009 2016 2023 2030 2037 2044 2051

更
新

需
要

（
億

円
）

上水道及び用水供給 簡易水道 将来（構造物） 将来（管路） 修繕費

過去の投資額（更新費を含む）、修繕費の推移 ←
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（取得年度＋更新基準年数で投資）
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２ . 適切な資産管理について

～【参考】過去の投資額等の算定方法、将来の更新費等の試算の考え方～

【過去の投資額（更新費を含む）、修繕費の算定方法、水道普及率の参照資料】
○投資額（更新費を含む）：1953～2020年度の水道統計、1995～2020年度の簡易水道統計※1を基礎とし、物価調整※2によっ

て2020年度の物価水準に換算して算定。
○修繕費：地方公営企業年鑑データ(1995年から)の年間総配水量を用いて修繕費を試算し、物価調整によって2020年度の

物価水準に換算して算定。 なお、簡易水道事業者分は、2020年度の年間配水量を基礎として補正。

※１ データの信頼性が得られない年度（2006年度及び2014年度）については、一部推計を含む。なお、1994年度以前の簡易水道統計はない
ため、過去の投資額に算入していない。

※２ 国土交通省の建設工事デフレーターを使用（以下、同じ）。

【将来の更新費、修繕費の試算方法】
○管路：更新基準年数※3に達した管路延長※4に単価※5（2020年度価値）をかけて試算。

将来30年間の更新費は、単純な平準化としている。
○土木、建築、設備：更新基準年数に達した現有資産の取得価額※4を、物価調整によって2020年度の物価水準に換算して

試算。
○修繕費：直近約30年の傾向から、今後も同一水準で発生すると試算。

※3 更新基準年数：施設種別毎の更新基準年数（実使用年数、または実質的耐用年数）を次の通り設定。
・管路：最も古い年代に布設されたものを40年とし、更新は60年*に延長するように設定。
・土木：73年*、建築：70年*、設備：25年*
・2020年度点で更新基準年数に達している施設は、2021年度以降早期に更新すると仮定。
*実務上の一般的な更新基準は平均するとおおむね60年
（参考）法定耐用年数（固定資産の減価償却費を計上する計算期間として法律で定められた年数）

土木：60年、建築：50年、設備：15年、管路：40年
※4 水道事業者等（水道用水供給事業者、簡易水道事業者を含む。以下同じ。）から、現有資産の取得価額、管路延長の情報を収集。一部、

情報の得られなかった水道事業者等があるため、当該水道事業者等が2020年度の全国の年間配水量に占める割合を用いて補正した。
施設の取得価額は物価調整によって2020年度の物価水準に換算した。

※5 全国の水道事業者及び用水供給事業者の管路更新工事費（2018年度実績）を基に設定。
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２ . 適切な資産管理について

～浄水施設等の更新費・維持管理費（試算の精緻化）～

単純更新 試算１ 試算２

更新費 19.6兆円（30年間） 16.3兆円（-17%） 13.2兆円（-33%）

修繕費 2.2千億円（年間） 2.1千億円（-3%） 3.1千億円（-21%）

試算条件
（シナリオ）

（施設）
現有施設を過去と同じ投資
額、投資規模で更新。

（維持管理費）
地方公営企業年鑑データ
(1995年から)の年間総配水
量を用いて修繕費を仮定

（施設）
過去の投資額を需要減少割合に応じて削
減するが、浄水場等の再編にかかる追加
費用が発生すると仮定。追加費用は送水
管の新設などを過去事例を基に算定。

（維持管理費）
設備の削減に応じて減少すると仮定。

（施設）
現存の浄水場数で、各施設
の規模を需要減少に応じて
縮小すると仮定。
それぞれの規模と処理の種
類に応じた費用関数※3をも
とに更新費を算定。

（維持管理費）
試算１と同じ。

留意点 ー 事例に基づく費用のみによる試算 ー

○ 将来30年間(2022～2051年度)にわたって浄水場の単純更新を行った場合の施設（管路を除く）
の更新費は、合計で約19.6兆円※1と試算される 。また、修繕費は、年間約2.9千億円※2と試算
される。

○ 将来の水需要に応じて浄水場のダウンサイジングや統廃合等を行うことにより、更新費は30年
間で約17%から33%の削減、維持管理費は年間で約３%から21%の減少が見込まれる。

○ なお、浄水場のダウンサイジングや統廃合等を進めるにあたっては、都道府県単位など広域
的な視点で施設の最適配置を検討することが有効。

※1： 2022年度厚生労働省水道課調べ ※2: 水道統計（2020年度）をもとに試算
※3：「水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き」（平成23年12月厚生労働省）を基に設定
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２ . 適切な資産管理について

～管路の更新費（試算の精緻化）～

○ 将来30年間(2022～2051年度)にわたって管路の単純更新を行った場合の更新費は、合計で約
33.5兆円※と試算される。

○将来の水需要の減少に応じて管路の口径を縮小することにより、更新費は30年間で約9%から
16%の削減が見込まれる。

○ 管路の更新にあたっては、将来の水需要を見据えた上で口径の適正化を図るとともに、埋設条
件も勘案した上で、長寿命となる管材料の採用や防食等による延命化が肝要。

※ 2022年度厚生労働省水道課調べ

試算1 試算２

管路更新費 30.5兆円（-9%) 28.3兆円（-16%）

試算条件
（シナリオ）

口径200mm以上の管路の口径を現状
から一段階小さい口径で更新すると仮
定（消火栓利用のため、150mm以下
は口径を変更しないと想定）。
実耐用年数は同左。

全ての管路の口径を現状から一
段階小さい口径で更新すると仮
定。
実耐用年数は同左。

＜管路口径の適正化による効果＞

単純更新

管路
更新費

33.5兆円
（30年間）

試算条件 現有の管路を過去と
同じ投資額、投資規
模で更新。
実耐用年数は、60年
に延長するように設
定。
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２ . 適切な資産管理について

～供給規程に関する事項（水道法第 1 4条）～
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・ 小規模な水道事業体ほど経営基盤が脆弱で、給水原価が供給単価を上回っている（＝原価割れしている）。

51

71 40

10 3

175

25

60

21

25

14
7

152

26

88

61

50 51

25

301

22

83 60

73

61

27

326

15

49
28

49

26

22

189

11
41 21 16 9

10 108

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1万人未満 1万人～3万人 3万人～5万人 5万人～10万人 10万人～25万人 25万人以上 総計

120%以上

120%未満

110%未満

100%未満

90%未満

80%未満
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（平均） 1,858円 1,733円 1,593円 1,509円 1,317円 1,211円 総平均 1,589円

全体の
約50%※１

上水道事業の料金回収率（供給単価/給水原価）

（「令和２年度 地方公営企業年鑑」より作成）※2 上記は上水道事業者1,251事業者（簡易水道を含まない）を対象

※1 令和2年度は新型コロナウイルス感染症対応の料金減免等の影響があると考えられる（参考：令和元年度約40％）

２ . 適切な資産管理について

～水道事業の経営状況～
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２ . 適切な資産管理について

～水道料金の改定状況～

⚫ 水道料金の平均は近年わずかに上昇傾向にあり、値下げ事業者数は減少傾向にある※

※令和2年度は料金改定事業者数が直近15年間で最も少なかったが、新型コロナウイルス感染症の影響等によるものと考えられる

⚫ 事業運営のために本来必要となる水道料金の値上げを実施しない場合、一般会計からの繰入れ（税金）に

よる対応をとらない限り、老朽化した施設の更新などに必要となる財源を十分確保することができず、漏

水等のリスクを抱える可能性が高くなる。
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２ . 適切な資産管理について

～令和３年度※の水道料金改定 ※令和４年 4月 1日改定分を含む～

料金改定については、利用者に対してわかりやすく丁寧に説明し、理解を得ることが必要である。他の水道事業者の

料金改定時の検討資料等もご参考に、引き続き料金の適切性確保や利用者への理解促進に努めていただきたい。



68

２ . 適切な資産管理について

～将来の水道料金推計（更新需要を水道料金で回収する場合の試算）～
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２ . 適切な資産管理について

～適切な資産管理の推進プロセス～
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２ . 適切な資産管理について

～水道事業等に関する理解向上～

➢ 国は、水道事業等の現状と将来見通しに関する情報発信等を通じて、国民の水道事業等に対する理解を増進すると
ともに、国民の意見の把握に努めることが重要である。（基本方針 第六の三）

いま知りたい水道

厚生労働省と東海大学が協働し、水道事業の経営に関する広報
パンフレットを作成しました。是非ご活用ください！

ー日本の水道を考えるー

（↓パンフレット中にでてくる「あなたのまちの水道」については下記をクリック↓）

あたなのまちの水道は？

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087512_00010.html


３．官民連携の推進について



72

３ . 官民連携の推進について

～水道事業における官民連携手法とメリット～



73

３ . 官民連携の推進について

～水道事業における官民連携手法と取り組み状況～

※令和3年度厚生労働省水道課調べ
※浄水施設のみを対象

業務分類(手法) 制度の概要 取組状況及び「実施例」

一般的な業務委託
（個別委託・包括委託）

○民間事業者のノウハウ等の活用が効果的な業務
についての委託

○施設設計、水質検査、施設保守点検、メーター
検針、窓口・受付業務などを個別に委託する個
別委託や、広範囲にわたる複数の業務を一括し
て委託する包括委託がある

運転管理に関する委託：3,335施設※（603水道事業者等）
【うち、包括委託は、1,079施設※（183水道事業者等）】

第三者委託
（民間業者に委託する場合と他の
水道事業者に委託する場合があ
る）

○浄水場の運転管理業務等の水道の管理に関する
技術的な業務について、水道法上の責任を含め
委託

民間事業者への委託：321施設※（60水道事業者等)

「大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運営事業」、

「箱根地区水道事業包括委託」ほか

水道事業者等（市町村等）への委託：17施設※ (12水道事業者等）

「福岡地区水道企業団 多々良浄水場」、「横須賀市 小雀浄水場」ほか

DBO
（Design Build Operate）

○地方自治体（水道事業者）が資金調達を負担し、
施設の設計・建設・運転管理などを包括的に委
託

16案件（17水道事業者等）
「函館市 赤川高区浄水場」、「弘前市 樋の口浄水場他」、「会津若松市 滝沢浄水場」、
「小山市 若木浄水場他」、「横浜市 西谷浄水場排水処理施設」、「見附市 青木浄水場」、
「燕・弥彦総合事務組合 統合浄水場」、「枚方市 中宮浄水場」、「神戸市 千苅浄水場」、
「橋本市 橋本市浄水場」、「備前市 坂根浄水場等」、「松山市 かきつばた浄水場」、
「四国中央市 中田井浄水場」、「大牟田市・荒尾市 ありあけ浄水場」、「佐世保市 山の
田浄水場」、「一宮市 中央監視施設」

PFI
（Private Finance Initiative）

○公共施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業
務全般を一体的に行うものを対象とし、民間事
業者の資金とノウハウを活用して包括的に実施
する方式

12案件（９水道事業者等）
「夕張市旭町浄水場等」、「横浜市川井浄水場」、
「岡崎市男川市浄水場」、「神戸市上ヶ原浄水場」、
「埼玉県大久保浄水場排水処理施設等」、「千葉県北総浄水場排水処理施設他１件」、
「神奈川県寒川浄水場排水処理施設」、「愛知県知多浄水場等排水処理施設他２件」、
「東京都朝霞浄水場等常用発電設備」

公共施設等運営権方式
（コンセッション方式）

○PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施
設（水道事業の場合、水道施設）について、水
道施設の所有権を地方自治体が有したまま、民
間事業者に当該施設の運営を委ねる方式

１案件（１水道事業者等）
「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）」

（令和４年４月 事業開始）
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３ . 官民連携の推進について

～水道事業等におけるコンセッション方式の概要～

・コンセッション方式は、PFI法に基づき、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公的主体が有
したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

・水道事業等においても、平成23年のPFI法改正時よりコンセッション方式の導入が可能となり、経営主体を水道事
業等の運営等を行おうとする公共施設等運営権者とし、公共施設等運営権者が水道法に基づく水道事業経営の認
可を取得した上で、実施することとされた（民間事業型）。

・さらに、平成30年12月に成立した水道法改正法（令和元年10月施行）により、水道事業等の確実かつ安定的な運
営のため公の関与を強化し、厚生労働大臣の許可を受けて、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維
持し最終的な給水責任を地方公共団体に残した上で、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定で
きる、新たなコンセッション方式の導入が可能となった（地方公共団体事業型）。
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３ . 官民連携の推進について

～水道施設運営権者の業務範囲について～
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３ . 官民連携の推進について

～水道施設運営等事業実施制度における許可について～

◆ 地方公共団体である水道事業者は、民間事業者に水道施設運営権を設定しようとする場合には、
厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

◆ 許可の申請に当たっては、水道事業者は実施計画書等を提出しなければならない。
◆ 厚生労働大臣は、許可基準に適合していると認められるときのみ許可を与える。
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３ . 官民連携の推進について

～新たなコンセッション制度の運用のための関連規定・ガイドライン等の策定～

改正水道法の施行（令和元年10月）に合わせ、新たなコンセッション制度の運用のための関連規定を整備するととも

に、許可審査についての基本的な考え方や留意事項等を定めたガイドライン、水道事業者等が事前に検討すべき事項

や導入・実施の際の手順を実務的に解説する手引きを策定
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３ . 官民連携の推進について

～民間事業者への水道施設運営権の設定に関する手続の流れ～

• 水道施設運営権の設定を行おうとする地方自治体は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（PFI法）に基づく手続を行うとともに、改正水道法に基づき、厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。

• 事業開始後、地方自治体は、PFI法に基づき、水道施設運営権者に対しモニタリングを行うとともに、
改正水道法に基づき、厚生労働省は、地方自治体と水道施設運営権者に対し、直接、報告徴収、立入検査等を行う。
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３ . 官民連携の推進について

～コンセッション方式の導入に向けた取組状況～
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３ . 官民連携の推進について

～水道事業における官民連携推進のための取組み～
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３ . 官民連携の推進について

～水道分野における官民連携推進協議会～

厚生労働省と経済産業省が連携し、官民連携に一層取り組みやすい環境を整え、

水道事業者等と民間事業者との連携（マッチング）を促進することを目的とし、全国各地において開催している。
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３ . 官民連携の推進について

～事業発注における予定価格の算出に関する留意事項～

最近、入札不調の事例が増加。詳細設計を含めて発注するPPP/PFI（DB、DBOを含む）案件においては、

物価変動や現場条件を考慮して予定価格を算出する必要がある。
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３ . 官民連携の推進について

～生活基盤施設耐震化等交付金のP P P / P F I導入の民間提案の要件化について～

PFI推進会議（会長：内閣総理大臣）が決定したPPP/PFI推進アクションプランに基づき、R6年度以降の交付金の交

付を要望する水道事業者等においては、一定規模以上の水道整備において、PPP/PFI導入に関する「民間提案」を求

めることが必須になりますので、ご留意願います。
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３ . 官民連携の推進について

～民間提案に係る交付金交付の流れ（R 6年度の交付要求の事例）～
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３ . 官民連携の推進について

～生活基盤施設耐震化等交付金のP P P / P F I導入の民間提案の要件化について～
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３ . 官民連携の推進について

～ベンチマーキングを活用した事業活動の「見える化」～

【ベンチマーキングの経緯】

2005年、日本水道協会規格の水道事業ガイドラインJWWA Q100が制定され、水道事業体は業務指標（ＰＩ）を算出し、

水道業務やサービス水準の定量的な把握・分析が可能となり、2016年に規格が改正された。



４．災害対策・危機管理
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４ . 災害対策・危機管理

～近年の自然災害による水道の被害状況～

88

地 震 名 等 発 生 日 最大震度 地震規模(Ｍ) 断水戸数 断水継続期間

阪神・淡路大震災 平成７年１月17日 ７ 7.3 約 130 万戸 約３ヶ月

新潟県中越地震 平成16年10月23日 ７ 6.8 約 13 万戸 ※1約１ヶ月

新潟県中越沖地震 平成19年７月16日 ６強 6.8 約 5.9 万戸 20日

岩手・宮城内陸地震 平成20年６月14日 ６強 7.2 約 5.6 千戸 ※118日

東日本大震災 平成23年３月11日 ７ 9.0 約 256.7 万戸 ※1約５ヶ月

長野県神城断層地震 平成26年11月22日 ６弱 6.7 約 1.3 千戸 25日

熊本地震 平成28年４月14・16日 ７ 7.3 約 44.6 万戸 ※1約３ヶ月半

鳥取県中部地震 平成28年10月21日 ６弱 6.6 約 1.6 万戸 ４日

大阪府北部を震源とする地震 平成30年６月18日 ６弱 6.1 約 9.4 万戸 ２日

北海道胆振東部地震 平成30年９月６日 ７ 6.7 約 6.8 万戸 ※134日

福島県沖の地震 令和３年２月13日 ６強 7.3 約 2.7 万戸 ６日

福島県沖の地震 令和４年３月16日 ６強 7.4 約 7.0 万戸 ７日

※1 家屋等損壊地域、全戸避難地区、津波地区等を除く

時期 災害名等・地域 断水戸数 断水継続期間

平成30年１～２月 １月22日からの大雪等、２月４日からの大雪等（北陸地方、中国四国地方） 約 3.6 万戸 12日

平成30年７月 豪雨（広島県、愛媛県、岡山県等） 約 26.3 万戸 38日

平成30年９月
台風第21号（京都府、大阪府等）
台風第24号（静岡県、宮崎県等）

約 1.6 万戸
約 2.0 万戸

12日
19日

令和元年９月 房総半島台風(千葉県、東京都、静岡県） 約 14.0 万戸 17日

令和元年10月 東日本台風（宮城県、福島県、茨城県、栃木県等） 約 16.8 万戸 33日

令和２年７月 豪雨（熊本県、大分県、長野県、岐阜県、山形県等） 約 3.8 万戸 56日

令和３年１月 １月７日からの大雪等（西日本等） 約 1.6 万戸 ８日

令和４年８月 令和４年８月３日からの大雨等（秋田県、山形県、新潟県、福井県等） 約 1.4 万戸 18日

令和４年９月
台風第14号（熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県等）
台風第15号（静岡県）

約 1.3 万戸
約 7.6 万戸

9日
13日

令和５年１月 １月20日からの大雪等（石川県、三重県、大分県等） 約 1.4 万戸 ８日

主
な
地
震
に
よ
る
被
害

主
な
大
雨
等
に
よ
る
被
害



89

４ . 災害対策・危機管理

～福島県沖の地震による水道の被災・復旧状況～

○令和４年３月１６日福島県沖にてマグニチュード7.4・最大震度６強の地震が発生し、緊急遮断弁作動及び配水管の

破損等により、宮城県、福島県、福島県の20事業者で計約70,000戸の断水が発生。（うち、緊急遮断弁作動8,410戸、

配水管破損等61,589戸）

○配水管等の復旧により、３月２３日までにすべての断水が解消。
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４ . 災害対策・危機管理

～令和４年８月３日からの大雨による水道の被災・復旧状況～

○取水施設の破損・閉塞や浄水場の浸水等により、山形県、新潟県など９県26事業者で計約14,000戸の断水が発生｡

（うち、取水施設破損・閉塞1,585戸、浄水場浸水等3,322戸、配水管破損等9,137戸）

○山中にある取水施設が被災し、工事に手間がかかり復旧に時間を要するケースがあった。

○配水管等の復旧により、９月２日までに断水が解消。



91

４ . 災害対策・危機管理

～令和４年台風第 1 4号による水道の被災・復旧状況～

○台風第14号により、停電、配水管の破損等が発生したため、９県40事業者で計約13,000戸の断水が発生。（うち、

停電7,586戸、取水施設破損・閉塞等4,211戸、配水管破損等972戸）

○取水施設に至る道路で土砂崩れが発生し、重機が通行できず、土砂撤去に時間を要するケースがあった。

○配水管等の復旧により、９月28日までに断水が解消。



92

４ . 災害対策・危機管理

～令和４年台風第 1 5号による水道の被災・復旧状況～

○台風第15号により、停電、配水管の破損等が発生したため、静岡県の７事業者で計約76,000戸の断水が発生。 （うち、

停電11,300戸、取水施設破損・閉塞等59,884戸、配水管破損等6,243戸）

○取水施設が土砂・流木により被災し、河川水位が高い状態が続いたため、土砂等撤去に時間を要するケースがあった。

○配水管等の復旧により、１０月７日までに断水が解消。
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４ . 災害対策・危機管理

～令和５年１月 2 0日からの大雪等による水道の被災・復旧状況～

○大雪等により、給水管が凍結し、破損・漏水が発生。それに伴い、給水量が増加し、配水池等の水位が低下したため、

11県21事業者で計約14,000戸の断水が発生。

○空き家を含む給水管の漏水箇所特定に時間を要し、また、降雪・低気温下での止水作業のため、復旧に時間を要した。

○給水管等の復旧及び配水池水位の回復等により、2月2日までに断水が解消。
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４ . 災害対策・危機管理

～水道管の凍結・破損による大規模断水の被害状況・防止策について～

①凍結防止対策の徹底

⚫ 水道事業者が定めている給水装置工事に関する設計基準などに凍結防止の方法等を明記して対策を徹底する。

⚫ 水道利用者に対しても、多種多様な手段を用いて随時広報を行う。

②空き家対策の徹底

⚫空き家への対応

検針データにより水道を使用していない家屋等をあらかじめ特定しておき、チラシ等により周知した上で止水栓を閉栓する。

積雪後では水道メータ位置把握は困難となるため、空き家などについては、冬が来る前に止水栓の閉栓をしておくことが重要。

➢ 水道法第15条第2項により、災害その他正当な理由があつてやむをえない場合にはその間の給水停止が可能であるため、

チラシ等により周知した上で空き家の止水栓の閉栓を行っておくことが重要。

⚫常時居住していない家屋への対応
水道の利用者に対し、冬期に不在にする場合は、止水栓の閉栓や水抜きを実施しておくよう、秋季から注意喚起を図ることが重要。
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４ . 災害対策・危機管理

～災害対策～

災害に強い水道システム構築を検討する際には、以下の報告書や項目を参考としてください
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４ . 災害対策・危機管理

～災害時における水道の復旧等における自衛隊派遣要請について～

⚫ 災害で水道施設が大規模に被災した場合、水道事業体の応援給水に加え、自衛隊に応急給水に係る災害派

遣要請を行っている事例がある。

⚫ 令和4年台風15号により静岡市の取水口が被災した事案においては、自衛隊が災害派遣活動として、取水

口を塞いだ土砂等の撤去作業の一部を実施。
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４ . 災害対策・危機管理

～危機管理対策マニュアル策定指針について～

○これまでの災害対応等で顕在化した課題や知見等を反映しつつ、効率的に危機管理マニュアルを策定できるよう、

共通部分となる災害対策の基本条件を整理した「危機管理対策マニュアル策定指針【共通編】」を新たに策定し、

これに併せ、各種の危機管理マニュアル策定指針を改訂。

○国土強靱化年次計画2022において、「危機管理マニュアルの策定率」が2023年度末までに100%に引き上げる

目標が掲げられている。

○マニュアル未作成の事業者においては、危機対応を円滑に処理するため、「危機管理対策マニュアル策定指針

【共通編】」や各種マニュアル策定指針を参考に、マニュアル策定に取り組まれたい。
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４ . 災害対策・危機管理

～危機管理マニュアルの策定率（令和２年度）～
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４ . 災害対策・危機管理

～健康危機管理の適正な実施並びに危機管理情報の提供について～



100

４ . 災害対策・危機管理

～災害査定時の留意点 ①～
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４ . 災害対策・危機管理

～災害査定時の留意点 ②～

書類作成の際は、必ず要綱・要領・手引きを確認の上、作業を開始してください
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４ . 災害対策・危機管理

～「大都市水道局大規模災害対策検討会」より～

「大都市水道局講師派遣制度」の受付について（令和５年度は６月から受付を開始します！）
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４ . 災害対策・危機管理

～「大都市水道局大規模災害対策検討会」より～

「大都市水道局講師派遣制度」の受付について（令和５年度は６月から受付を開始します！）
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４ . 災害対策・危機管理

～「大都市水道局大規模災害対策検討会」より～

「大都市水道局講師派遣制度」の受付について（令和５年度は６月から受付を開始します！）
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４ . 災害対策・危機管理

～R 4年度における土砂等堆積による取水不良事例～
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４ . 災害対策・危機管理

～静岡市の事故事例紹介～

• 河川氾濫による土砂や流木等により水源地が被災し、取水口の閉塞から取水不良となり、断水被害が広域化し復旧にも

時間を要した。
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設の技術的基準を定める省令（抄）～

• 第一条第四号 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮された

ものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたものであること。

• 第二条二項 地表水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

• 第一号 洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、

取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。

• 第二号 堰、水門等を設ける場合にあっては、当該堰、水門等が、洪水による流水の作用に対して安全な構造

であること。

• 第三号 必要に応じて、取水部にスクリーンが設けられていること。

• 第四号 必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設備が設けられていること。

（災害に備えた対策についての留意事項）

大規模災害の発生を予防する対策手段について、以下の点に留意する必要がある。

• 設計指針への適合は確認できているか。できている場合またはできていない場合はどのように災害に備えるか。

• 設計当初から環境条件が変化してきている。例えば河川のＨＷＬが当時から改定されている等があり、それらへの対応判断。

• 水源の分散化や取水施設を含めた水道施設の多系統化を図っているか。

• 大雨、台風等の予測できる災害の際に事前の対策を行っているか。（取水のピークカットの準備等）

• 取水停止に備えて、水源の貯水機能を確保しているか。（原水調整池の整備等）
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４ . 災害対策・危機管理

～水道分野におけるサイバーセキュリティ対策～
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４ . 災害対策・危機管理

～「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」の概要～
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４ . 災害対策・危機管理

～水道分野における情報セキュリティガイドライン（第４版）の概要～

○ サイバーセキュリティ戦略本部による「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４

次行動計画（平成29年６月）」や「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全

基準等策定指針（第５版）（平成30年４月）」等を踏まえ、「水道分野における情報セキュ

リティガイドライン（第４版）」を平成31年３月に策定。

○ 安全基準等策定指針では、重要インフラ事業者が、分野の特性に応じた必要な、又は望ま

れる情報セキュリティ対策を着実に実施するとともに、対策を継続的に改善していくことの

重要性を指摘。

○ ガイドラインでは、水道事業者において実施することが必要な、又は望まれる情報セキュ

リティ対策の項目及び水準を示した。

改訂のポイント

① PDCAサイクルによる情報セキュリティ対策の実施と見直しの考え方の充実。

② 情報セキュリティの取組における経営層の役割の追加、最高情報セキュリティ責任者の役割の充実。

③ インシデント発生時における対応の追加。(対応計画の事前策定の必要性等)

④ 平時及びインシデント発生時における関係機関との連携体制の追加。

⑤ 制御系システムにおける対応として、多層的な防御の実施の必要性を強調するとともに、古いバージョ

ンのOSのアップデート等の具体的対策を追記。
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設の技術的基準を定める省令改正の概要～
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４ . 災害対策・危機管理

～考えられるリスク源の一例（浄水場等）～
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４ . 災害対策・危機管理

～今年度のサイバーセキュリティ対策の取り組みについて～
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４ . 災害対策・危機管理

～水道分野におけるサイバーセキュリティ対策のウェブページについて～

○ 厚生労働省では、水道分野におけるサイバーセキュリティ対策のウェブページを

開設しました。
○ サイバーセキュリティ対策への厚生労働省や政府の取組を掲載しています。

URLはこちら

https://www.mhlw.go.j

p/stf/seisakunitsuite/b

unya/topics/bukyoku/

kenkou/suido/kikikanr

i/sisin.0005.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/sisin.0005.html
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設の耐震化の計画的実施について～
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設の重要度と備えるべき耐震性能～
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４ . 災害対策・危機管理

～水道の施設基準＜水道施設の重要度による分類＞～
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４ . 災害対策・危機管理

～石綿セメント管の残存状況～

○耐震性能が特に低い石綿セメント管は取替等が進められてきたものの、現在でも約3,485km

（全体の約0.5%）が残存しており、早期解消が必要。

○なお、撤去作業にあたっては、健康障害の発生を回避するための対策など、石綿障害予防規則等を踏まえた

適切な対応が必要。
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設における耐震化の状況（令和３年度末）～
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１ . 水道の基盤強化及び広域連携の推進について

～水道施設における耐震化の状況（令和３年度末）～

・他の公共インフラ等の耐震化の状況と水道施設の耐震化状況を比べると、水道施設の耐震化が遅れている。

（出典）令和４年度防災白書
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４ . 災害対策・危機管理

～水道基幹管路の耐震適合率（令和３年度末）～

水道管路は、高度経済成長期に多くの延長が布設されているが、これらの多くは耐震性が低く、震災時の安定給水に

課題がある。全国の耐震適合性のある基幹管路の割合は41.2％にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差が

あることから、全体として底上げが必要な状況である。

※基幹管路の耐震適合率（KPI）： 60％［2028年］（国土強靱化年次計画2021（令和3年6月17日国土強靭化推進本部

決定）より）
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４ . 災害対策・危機管理

～給水人口区分別の耐震化の状況（令和３年度末）～

○ 水道施設の耐震化の状況は事業者間で大きな差があり、給水人口区分（事業規模）でもその差が見られる。

○ 特に、中小水道事業者の耐震化の状況は低い状況にあり、水道施設の耐震化を全国的に進めていくために
は中小水道事業者の底上げが必要である。
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４ . 災害対策・危機管理

～耐震化計画の策定状況（令和３年度調査）～

耐震化計画策定指針の策定を通じて、水道事業体の耐震化計画の策定支援を行っており、水道事業全体の耐震

化計画策定率は徐々に伸びているものの、中小水道事業体を中心に耐震化計画策定率は低い状況にあり、水道

施設の耐震化を全国的に進めていくためにも、策定率を向上していく必要がある。
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４ . 災害対策・危機管理

～浸水災害対策について（事例調査結果）～

○ 浸水災害対策として、電気設備を浸水深さよりも高い位置への移設（高所移設）が基本。

○ 高所移設ができない場合は、以下の対策方法が考えられる。
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４ . 災害対策・危機管理

～浸水災害対策の取組事例（事例調査結果）～

想定浸水深に対して浸水災害対策を実施し、浸水被害を防ぐことが望ましい。

しかしながら、想定浸水深に対する対策が十分に行えない施設もあり、その場合は小規模浸水災害を想定した対策を

実施している事例もある。

このような対策により、防災・減災を図ることができる場合がある。
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４ . 災害対策・危機管理

～令和元年東日本台風で浸水災害対策により被害を免れた水道施設～

○ 東日本台風では、多くの水道施設で浸水が発生。

○ これにより、電気設備等の被害に伴い浄水場等が停止し、断水が発生。いわき市では、部品調達も含め、復旧まで

２週間程度を要した。

○ 一方で、施設内への浸水が発生したものの、浸水対策を実施していた水道施設では、防災・減災が図られ、給水を

継続できた。
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４ . 災害対策・危機管理

～水道における「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について～

○ 近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震が切迫している状況等

を踏まえ、取組の更なる加速化・深化を図るため、政府において「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」（以下、「５か年加速化対策」という。）を策定

○ ５か年加速化対策の趣旨を踏まえ、引き続き、水道施設の強靱化に関する取組を要請
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４ . 災害対策・危機管理

～水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策（国土強靱化）～
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４ . 災害対策・危機管理

～耐災害性強化対策実施率（令和３年度）～

目標 停電対策：令和7年度77%、土砂災害対策：令和7年度48%、浸水対策：令和7年度59%
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４ . 災害対策・危機管理

～上水道管路の耐震化対策（国土強靱化）～
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４ . 災害対策・危機管理

～新型コロナウイルス感染症に関する措置の実施状況～
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４ . 災害対策・危機管理

～新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金に係る対応～
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４ . 災害対策・危機管理

～新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金に係る対応～



５．経済安全保障について
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５ . 経済安全保障について

～経済安全保障推進法の概要～
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５ . 経済安全保障について

～基幹インフラの安定的な提供の確保に関する制度の概要～
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５ . 経済安全保障について

～経済安全保障推進法（特定社会基盤役務の安定的な提供の確保）の制度運用開始に向けたスケジュール（現時点の案）～
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５ . 経済安全保障について

～（参考）関連ウェブサイト～

• 参考１

内閣府 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律（経済安全保障推進法）（令和４年法律第43号）

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html

• 参考２

経済安全保障法制に関する有識者会議（令和4年度～）開催状況等

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4in

dex.html

※ 特に令和５年２月８日開催 第５回の資料６～８を参照のこと

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html


６．水道施設整備費に係る予算等について
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６ . 水道施設整備費に係る予算等について

～令和５年度水道施設整備関係予算（案）～

（単位：百万円）
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６ . 水道施設整備費に係る予算等について

～水道施設整備費等 年度別推移（平成3 0年度予算～令和５年度予算案）～
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６ . 水道施設整備費に係る予算等について

～「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく水道の耐災害性強化～
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６ . 水道施設整備費に係る予算等について

～水道施設整備費の国庫補助に関する制度改正案（令和５年度）～



７．認可等について
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７ . 認可等について

～認可制度における事業規模の見直しについて～
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７ . 認可等について

～認可等における水需要予測の簡素化の概要（平成 2 8年度より）～
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７ . 認可等について

～軽微な変更及び全部譲り受けのいずれにも該当する場合の手続きについて～
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７ . 認可等について

～【参考】分水及び区域外給水について～
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７ . 認可等について

～事業の休廃止（水道法第 1 1条）に係る手続き及び許可基準の概要 ～
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７ . 認可等について

～事業の休廃止：公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類～
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７ . 認可等について

～事業の休廃止：地方公共団体以外の水道事業者による市町村への協議～
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７ . 認可等について

～新型コロナウイルス感染拡大時期後に水需要予測を行う際の留意点～

⚫ 新型コロナウイルスの影響が使用水量の変化に影響を及ぼし得るものかどうかについては、事例収集をしつつ、そ
の影響や使用水量の変化を注視しているところである。地域によっては、新型コロナウイルス感染拡大時期以降に
短期的に使用水量の変化が見られる事例も散見される。

⚫ 想定される短期的な影響の例として、以下が挙げられる。なお、地域毎にコロナウイルスの感染拡大状況や生活動
態、業務動態が異なることから、地域の特性に合わせて考察を行っていく必要がある。

⚫ 新型コロナウイルス感染拡大時期以降に、使用水量に変化があった際には、新型コロナウイルスによるものかどう
かを見極めつつ、その変化の考察や水需要予測を行うこと。判断に迷うことがあれば、相談ありたい。
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７ . 認可等について

～事業評価の適正な実施について～
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７ . 認可等について

～社会経済情勢の急激な変化等による再評価～

⚫ 社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合には、適宜、再評価を実施するものとする。
再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、事業者が行うことを基本としているが、判断に迷うことがあ
れば、相談ありたい。
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７ . 認可等について

～算定方法（年次算定法、換算係数法）の判定について～

⚫ 年次算定法、換算係数法による算定方法と適用事業の判定だが、水道事業の費用対効果分析マニュアルに従い判定
を行うこと。

⚫ 建設期間が長期（１０年以上）にわたるものについては年次算定法、それ以外についても、事業の特性、建設期間
等を踏まえて、それぞれの算定方法の特徴にも留意した上で、算定方法の判断を行うこと。

⚫ 判断に迷うことがあれば、相談ありたい。
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７ . 認可等について

～公共事業に係る政策評価の点検（平成 3 0年度）について（１／２ ）～
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７ . 認可等について

～公共事業に係る政策評価の点検（平成 3 0年度）について（２／２ ）～

公共事業に係る政策評価の点検結果 （平成30年度）を受けて、令和元年６月13日付けで事務連絡を発出している

ので、今後の事業再評価の際にご留意願いたい。



158

７ . 認可等について

～参考リンク集（認可、事業評価関係）～
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７ . 認可等について

～水利権の更新手続きについて～
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７ . 認可等について

～利水ダムにおける事前放流について～
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７ . 認可等について

～事前放流実施の枠組みと事前放流ガイドライン～

枠組みについては以下の通り。令和３年度７月に事前放流ガイドラインが← 国交省にて改定されていることに留意。
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７ . 認可等について

～【参考】ダムの事前放流の進め方～
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７ . 認可等について

～【参考】令和４年度出水期における事前放流の実施状況～

利水ダムにおいて事前放流を実施。
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７ . 認可等について

～【参考】利水ダム治水機能施設整備費補助（国土交通省）～

国土交通省にて、利水ダムが事前放流を行うにあたり、放流施設の整備等が必要となる場合について、その費用の一
部を補助する制度が令和３年度より創設。
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７ . 認可等について

～流域治水関連法の施行～

• 気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治
水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第31号。通称「流域治水関連
法」）が令和３年５月10日（月）に公布。

• 公布から３月以内に施行することとされていた一部の規定が同年７月15日（木）に、公布から６月以内に施行することとさ
れていた残りの規定が同年11月1日（月）に施行。

• 流域治水利水ダムの活用など、厚労省としても関係省庁として流域治水の取組を推進。
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７ . 認可等について

～水循環基本法～

水循環基本法の概要は下記の通り。
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７ . 認可等について

～水循環基本法一部改正（令和３年６月 1 6日公布・施行）～

令和３年６月に水循環基本法の一部が改正され、地下水の適正な保全及び利用に関する規定が追加。
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７ . 認可等について

～水循環基本計画概要～
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７ . 認可等について

～水循環基本計画の一部見直し～

令和３年６月の水循環基本法の一部改正の趣旨に沿い、令和４年６月に地下水に関する事項の項目を立てて位置づけ、
地下水に関する総合的な計画として、水循環基本計画を一部改正。
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７ . 認可等について

～水循環基本計画の一部見直し～

令和３年６月の水循環基本法の一部改正の趣旨に沿い、令和４年６月に地下水に関する事項の項目を立てて位置づけ、
地下水に関する総合的な計画として、水循環基本計画を一部改正。
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７ . 認可等について

～【参考】健全な水循環に関する普及啓発・広報について～

厚生労働省としても、水循環の国民の認識、理解を深めるため、ポスター掲示や水道事業者等への情報提供など水の
日関連行事や水道週間の周知に取り組んでいるところ。

• 【出典】内閣官

房水循環政策本

部事務局HP「健

全な水循環に関

する普及啓発、

広報、教育（令

和4年9月）」

• https://www.kant

ei.go.jp/jp/singi/

mizu_junkan/yuu

shikisha/dai12/sir

you6.pdf
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７ . 認可等について

～【参考】健全な水循環に関する普及啓発・広報について～

厚生労働省としても、水循環の国民の認識、理解を深めるため、ポスター掲示や水道事業者等への情報提供など水の
日関連行事や水道週間の周知に取り組んでいるところ。

• 【出典】内閣官

房水循環政策本

部事務局HP「健

全な水循環に関

する普及啓発、

広報、教育（令

和4年9月）」

• https://www.kant

ei.go.jp/jp/singi/

mizu_junkan/yuu

shikisha/dai12/sir

you6.pdf



８．水道事業におけるC P S / I o Tなどの先端技術の活用
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道事業における I o T・新技術活用推進モデル事業～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道事業における I o T活用推進モデル事業 令和４年度採択事業者～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～ＩｏＴ活用推進モデル事業（留萌市上下水道課）～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～ I o T活用推進モデル事業（会津若松市上下水道局）施工情報システムを活用した工事施工管理～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～ I o T活用推進モデル事業（神奈川県内広域水道企業団）～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～ I o T活用推進モデル事業（岐阜市上下水道事業部）～



180

８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～ I o T活用推進モデル事業（福岡市水道局）～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～スマート水道メーターの導入状況※令和 4 年度運営状況調査（速報値）～

導入済み：28事業者、導入予定あり：37事業者 （令和3年度末時点の導入状況）
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～【参考】共同検針インターフェース会議（電力分野におけるガス・水道との共同検針に係る検討）～

 資源エネルギー庁により「次世代スマートメーター制度検討会」が令和２年９月に設置され、その中で、電気・ガス・水道メーターの通信プロトコルや、

通信規格の統一化・標準化を「共同検針インターフェース検討会議」にて検討されてきたところ。
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～【参考】共同検針インターフェース会議（電力分野におけるガス・水道との共同検針に係る検討）～

 共同検針インターフェース検討会議の検討の成果・結果については、令和３年9月にとりまとめられ、「共同検針運用ガイドライン」、「IoTルート

Application仕様書」、「共同検針サーバ間インターフェース仕様書」の成果あり。

 それらの成果物については、NPO法人テレメータリング推進協議会に引継ぎ、今後の仕様書等の配布・改訂・認証について実施。

 成果の概要等については「第6回次世代スマートメーター制度検討会 資料２(共同検針IF会議の検討結果について（共同検針インターフェース会

議）)を参照ありたい。
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道情報活用システムの概要～

【現状システム】
水道事業において通常利用されている当該水道事業者等・水道施設別に構築されたものとなっているシステム間のデータ流通性

は高くなく、データ利用は各システム内で完結しており、データ利活用も限定的な状況である（ベンダロックイン）。

【水道情報活用システム】

水道情報活用システムは、データ流通仕様等が統一され、セキュリティが担保されたクラウドを活用したシステムであり、主な利

点は以下の通りである。共同利用することにより、更なる効率化を図ることも可能である。

【ベンダロックイン解除】

水道施設の運転監視データや施設情報等の各種データは、異なるシステム間・ベンダ間のアプリケーションにおいてもプラット

フォームを介して横断的に活用が可能である。

【コストの低減】

アプリケーションやデバイス等が汎用化されることから、コストの低減が可能である。
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～導入が効果的と考えられる水道事業者等～

実証等に基づく、本システムの導入が効果的と考えられる水道事業者等は以下の通り。



186

８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道情報活用システム標準仕様の管理・改定～

水道情報活用システムの標準仕様は、情報利活用の高度化、日々進化する技術等への対応、セキュリティ対策のため

にも、関係者からの要望・提案等を受け、改定等を継続的に行っていくことが必要
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道情報活用システム 導入支援事業の概要～
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～水道情報活用システム導入支援状況（令和４年４月時点）～

１８府県 ３2事業者 で導入支援を実施（実施中含む）
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８ . 水道事業における C P S / I o T などの先端技術の活用

～参考リンク集 ( I o T関係 )～



９．環境・エネルギー対策について
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９ . 環境・エネルギー対策について

～水道における環境・エネルギー対策～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～新水道ビジョンにおける環境対策の位置付け～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～水道における年間電力使用量等の状況～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）～
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９ . 環境・エネルギー対策について

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、（５）上下水道・ダム施設の省 C O 2 改修支援事業
（厚生労働省、国土交通省、経済産業省連携）
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９ . 環境・エネルギー対策について

～実施スケジュール例 (令和４年度の場合 )（ 1年目：実施設計 2年目：工事）～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～導入事例（位置エネルギーを活用した直結配水方式の有効活用に資する中央監視制御装置の導入）～

平成30年度・令和元年度 上下水道施設の省CO2改修支援事業
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９ . 環境・エネルギー対策について

～導入事例（浄水場における位置エネルギーを活用した水力発電設備の導入）～

平成31年度・令和元年度 上下水道施設の省CO2改修支援事業
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９ . 環境・エネルギー対策について

～脱炭素社会の実現に向けた水道事業の取組電力購入契約（P P A）の採用～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～脱炭素社会の実現に向けた水道事業の取組仮想発電所事業（V P P）への参画～

浄水池等の調整能力（貯留量）を活用し、ポンプ設備を部分的に稼働・停止させることで調整力を生みだし、

生み出した調整力をアグリゲーターへ提供することでＶＰＰ事業へ参画する。
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９ . 環境・エネルギー対策について

～気候変動と緩和策・適応策の関係～

〇気候変動に伴う様々な影響を防ぐために進めている対策は、大きく「緩和策」と「適応策」に分けられる。

〇緩和策は、省エネルギーや再生可能エネルギー導入等による温室効果ガスの排出削減や森林等の吸収源の

増加などで気候に対する人為的影響を抑制する対策。 →地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画

〇適応策は、気候変動がもたらす水資源、食料、生物多様性等への様々な影響に対して人や社会、経済のシス

テムを再構築することで影響を軽減しようという対策。→気候変動適応法と気候変動適応計画

出典：気候変動適応情報プラットフォーム



202

９ . 環境・エネルギー対策について

～水道における環境・エネルギー対策（気候変動への適応）～
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９ . 環境・エネルギー対策について

～廃棄物・リサイクル対策について～



１０．給水装置について
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１０ . 給水装置について

～指定給水装置工事事業者について～
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１０ . 給水装置について

～給水装置工事事業者の指定申請に係る住民票添付省略について～
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１０ . 給水装置について

～所有者不明私道への対応ガイドライン（第２版）について～
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１０ . 給水装置について

～給水装置工事における他水管等との誤接合（クロスコネクション）の防止について～



209

１０ . 給水装置について

～給水装置の管理について～



１１．水道分野における国際貢献について
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～水道分野における国際貢献の背景・取組の概要～
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～人材育成（ J I C A技術協力プロジェクトの支援）～
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～人材育成（ J I C A技術協力プロジェクトの支援）～
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～水道産業の国際展開事業～
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～（参考①）水道産業の国際展開事業～

水道セミナー・現地調査の実績
H20年度～R4年度実績：9か国において、セミナー32回、現地調査33回実施。
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～（参考②）水道産業の国際展開事業～

案件発掘調査の実績
H23年度～R4年度実績：9か国において、16回実施。
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～（参考③）令和４年度事業について～

令和４年度は、フィリピン・カンボジアの２か国で水道セミナーを開催。フィリピンで案件発掘を実施。
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１１ . 水道分野における国際貢献について

～（参考③）水道産業の国際展開事業～



１２．水道事業者等への指導監督について
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１２ . 水道事業者等への指導監督について

～立入検査について～
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１２ . 水道事業者等への指導監督について

～立入検査の実施状況について～
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１２ . 水道事業者等への指導監督について

～立入検査結果の公表等について～



１３．水道水質管理について
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１３ . 水道水質管理について

～水道水の水質基準等の体系～
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１３ . 水道水質管理について

～農薬類に関する見直し（案）～

項目 現行目標値 新目標値

要-003 イプロジオン 0.3 mg/L以下 0.05 mg/L 以下

他-033 シフルトリン 0.05 mg/L 以下 0.06 mg/L 以下

要：要検討農薬 他：その他農薬

・令和４年６月27日に令和４年度第１回水質基準逐次改正検討会を開催し、見直し方針案

について議論

・厚生科学審議会生活環境水道部会への報告を経て令和５年４月１日適用予定

※「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け

健発第101004号厚生労働省健康局長通知)及び「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項につい

て」(平成４年12月21日付け衛水第270号厚生省水道整備課長通知)を改正予定
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１３ . 水道水質管理について

～P F O S及びP F O Aに関する検討について～

令和５年１月24日に令和４年度第2回水質基準逐次改正検討会

・米国EPAが2022年６月に公表した「暫定飲料水健康勧告：PFOS、PFOA」、WHOが2022年９月にパ

ブリックレビューをした「「飲料水中のPFOS及びPFOA」WHO飲料水水質ガイドライン作成のため

の背景文書」、日本におけるPFOS及びPFOAの検出状況（令和２年度）を踏まえ、PFOS及びPFOAの

取扱いについて検討いただいた。

・検討の結果、引き続き、毒性評価情報の収集、検出状況の把握を進めるとともに、WHO等におけ

る動向も踏まえて、本検討会で継続して検討していくこととし、検討の間は、現状（水質管理目標設

定項目としての位置づけ、暫定目標値（PFOS及びPFOAの合算値で50ng/L））を維持することが確認

された。

・WHOの同ガイドラインにおいて、今後、総PFASとしてガイドライン値が設定されることが見込ま

れていることから、我が国の水道の水質管理においても、総PFAS（仮称）について、要検討項目に

追加することも念頭に検出状況の把握等を進めていくことが確認された。

PFOS及びPFOA、総PFAS（仮称）については、水質基準逐次改正検討会で、位置づけ、目標値の検討

を行う。
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１３ . 水道水質管理について

～水安全計画策定状況～

➢厚生労働省では、水道水の安全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現する手

段として、ＷＨＯが提唱する「水安全計画」の策定を推奨

➢平成20年５月に「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、平成23年度頃までを目処に水安全計画策定又は

これに準じた危害管理の徹底について周知。令和４年４月に水安全計画策定に係る水道事業等の負担軽減を目

的として「水安全計画策定の支援に資する資料」を公表。

➢令和４年３月末時点における策定率は、全事業者で策定中を含めた全体で約32％（上水道事業、又は用水供

給事業で約51％）

策定済

( 28.5%)

策定中

(  3.0%)

3年以内

に着手

( 30.2%)

未着手

( 38.3%) 策定済

( 46.9%)

策定中

(  4.3%)

3年以内

に着手

( 28.9%)

未着手

( 19.9%)
策定済

(  3.1%)

策定中

(  1.3%)

3年以内

に着手

( 32.0%)

未着手

( 63.7%)

全事業者 上水道事業、又は用水供給事業 簡易水道事業

令和４年３月末時点
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１３ . 水道水質管理について

～水安全計画策定促進に向けて～
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１３ . 水道水質管理について

～クリプトスポリジウム等対策の体系～
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１３ . 水道水質管理について

～【クリプトスポリジウム等対策指針（概要）】～
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１３ . 水道水質管理について

～クリプトスポリジウム等の汚染のおそれの適切な判断について～
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１３ . 水道水質管理について

～水道事業者の水質検査の委託に関する留意点～

水道事業者を対象にした調査の結果から以下の課題が判明。

○ 登録検査機関の主な選定理由として、価格面や立地面を重視。水道GLP等を取得した信頼性が高い登録検
査機関を選定する水道事業体は少ない。

○ 登録検査機関以外の施設保守管理会社や水質分析機関等に委託する事例等契約形態が適切ではない。

○ 水質検査結果の確認について、水質分析の成績書の提出だけを求め水質検査の内容自体を把握していない。

○ 登録検査機関の選定や委託後において精度管理の状況を把握していない。

○ 水質検査の委託契約の中で、緊急時の水質検査の取り決めがない。

○ 委託費用について、水質検査の実施に必要なコストを見込むことが困難な程の低廉な価格で業務を委託。
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１３ . 水道水質管理について

～「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」策定～
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１３ . 水道水質管理について

～妥当性評価ガイドラインの改定について～

◎平成29年10月18日にガイドラインを改定

・対象：告示法と通知法の機器分析検査に原則適用する。

➢ その他の検査方法の評価にも使用してもよい。

・検量線の妥当性評価の考え方・方法を追加。

・真度、併行精度及び室内精度の評価について、項目ごとに目

標を示す。

➢ 添加濃度の基準値等に対する割合によってではなく、対

象物質の種類によって目標を設定する。

水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン 質疑応答集（Ｑ＆Ａ）を

国立医薬品食品衛生研究所HPに掲載（厚生労働省水道課のページにリンク）
https://www.nihs.go.jp/dec/section3/qa/index.html
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１３ . 水道水質管理について

～令和４年度厚生労働省外部精度管理調査の概要～
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１３ . 水道水質管理について

～日常業務確認調査の実施～
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１３ . 水道水質管理について

～簡易専用水道の水槽の掃除及び検査の頻度に係る規定の改正～
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１３ . 水道水質管理について

～簡易専用水道の管理の検査 受検率向上～

⚫ 都道府県市の衛生行政担当部局等が把握している簡易専用水
道の検査受検率は約77.8％（令和３年度）である。

⚫ 水道事業体は、貯水槽水道の所在地を高い割合で整理してい
るが、衛生行政との情報共有は施設数のみの情報にとどまる
事業体が多く、所在地情報の共有化の促進が望まれる。

⚫ 登録簡易専用水道検査機関による検査結果の代行報告は、水
道法上妨げるものではなく、管理状況を把握するため、設置
者の了解のもと、代行報告を積極的に活用することが望まれ
る。
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１３ . 水道水質管理について

～簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の管理率～

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R3

簡易専用水道管理率 58.1 57.0 57.9 59.7 60.1 60.8 60.3 60.4 60.4 60.1

Ａ：簡易専用水道の検査受検率(％) 78.7 76.5 76.4 78.3 78.4 78.7 78.4 78.4 78.4 77.8

Ｂ：簡易専用水道の検査指摘率(％) 26.2 25.5 24.2 23.8 23.3 22.8 23.1 23.0 22.9 22.8

○ 小規模貯水槽水道管理率（％）＝A×（100-B）/100

A:小規模貯水槽水道の検査受検率（％）
B:小規模貯水槽水道の検査指摘率（％）

○ 簡易専用水道管理率（％）＝A×（100-B）/100

A:簡易専用水道の検査受検率（％）
B:簡易専用水道の検査指摘率（％）

水
道
法
の

規
制
対
象

未
規
制

（条例・要綱に基
づく指導）

検査 （法定）を受けないものが少なくない
令和３年度の施設数

・ 検査対象施設数 207,498施設
・ 検査実施施設数 161,348施設

令和３年度の施設数
・ 検査対象施設数 788,501 施設
・ 検査実施施設数 28,555 施設

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

小規模貯水槽水道管理率 2.3 2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8

Ａ：小規模貯水槽水道の検査受検率(％) 3.2 3.0 3.1 3.2 3.1 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6

Ｂ：小規模貯水槽水道の検査指摘率(％) 29.3 28.4 28.3 26.9 25.4 24.3 23.8 24.5 23.8 21.4
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１３ . 水道水質管理について

～貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進～
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１３ . 水道水質管理について

～小規模貯水槽に係る条例・要綱等の制定状況～

（令和４年３月時点）

・小規模貯水槽に係る条例・要綱等を制定している自治体の割合は、
都道府県で約９割弱、保健所設置市、特別区ではほぼ全てで制定している。
保健所設置市を除く市（平成25年4月に新たに指導監督権限の委譲を受けた）
では約６割が制定している。

・条例・要綱等の多くが、全施設を対象にしている。
（一戸建て向け等を対象外としているものもある）
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１３ . 水道水質管理について

～貯水槽水道における水質管理～
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１３ . 水道水質管理について

～専用水道における水質管理～
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１３ . 水道水質管理について

～飲用井戸の衛生確保～
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１３ . 水道水質管理について

～飲用井戸等の衛生確保～
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１３ . 水道水質管理について

～飲料水健康危機管理実施要領①～
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１３ . 水道水質管理について

～飲料水健康危機管理実施要領①～
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１３ . 水道水質管理について

～令和４年度の水質事故事例～
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１３ . 水道水質管理について

～＜参考＞水質関連データのリンク～

○農薬類の目標値の見直し等について
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000956262.pdf

○都道府県・水安全計画の策定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/07.html

○水道におけるクリプトスポリジウム等対策の実施状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/01a.html

○貯水槽水道及び飲用井戸等に係る衛生管理状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/04.html

○飲料水健康危機管理実施要領の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/03.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000956262.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/01a.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/04.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/03.html
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１３ . 水道水質管理について

～ヘリウムガス供給不足に伴う対応～



１４．その他

( 1 )  東 日 本 大 震 災 復 旧 ・ 復 興 状 況 等 に つ い て 2 5 1  

( 2 )  水 資 源 開 発 の 動 向 に つ い て 2 6 1

( 3 )  宮 古 島 市 水 道 事 業 に 係 る 損 害 賠 償 等 請 求 に つ い て 2 6 4

( 4 )  水 道 の 諸 課 題 に 係 る 有 識 者 検 討 会 に つ い て 2 6 5
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～災害復旧事業の実施状況（令和５年１月末時点）～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況（令和４年９月末時点）（復興庁）～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～東日本大震災水道復興支援連絡協議会～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～復旧・復興支援マッチング～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～東日本大震災水道復興1 0年報告書～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～現在の水道水に係る放射性物質への対応～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～浄水発生土の処分状況～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～今後の浄水発生土の調査について～



260

１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～原子力損害賠償について～
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１４ . その他 ( 1 )  東日本大震災復旧・復興状況等について

～原子力損害賠償について～
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１４ . その他 ( 2 )  水資源開発の動向について

～水資源開発基本計画（フルプラン）～
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１４ . その他 ( 2 )  水資源開発の動向について

～水資源開発基本計画（フルプラン）～
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１４ . その他 ( 2 )  水資源開発の動向について

～水資源開発基本計画（フルプラン）～



１４.その他 (3) 宮古島市水道事業に係る損害賠償等請求について

～裁判の概要～

⚫ 宮古島市水道事業において、平成30年4月に断水が発生した。断水した、宿泊施設側が、営業利益の喪失等の損害が生じたなどとして、損害賠償を求
めた事案。

⚫ 第１審（那覇地裁（令和2年8月））では、宿泊施設側の請求を棄却。控訴審（福岡高裁那覇支部（令和3年1月））は第１審を支持し、控訴を棄却。上
告審において、最高裁は第1審の判決を破棄し、福岡高裁に差し戻した（令和4年7月）。

1審・2審の概要

⚫ 断水の原因は、配水池のボールタップの不具合により配水池に対する流入量の制限が生じたこと。当該配水池は昭和53年頃に設置され、本ボールタップにつ
いてもその頃に設置されたもの。

⚫ 市の給水条例において、以下を規定している。
➢ 条例１６条１項「給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止

することはない。」
➢ 条例１６条３項「第１項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。」

⚫ １審では「被告による本件ボールタップの管理が十全なものであったとはいい難い」、「本件断水について、被告の責めに帰すべき事由がないとは認められ
ない。」と指摘しつつも、「断水について、被告の重過失は認められない。」として、「本件断水に伴う給水義務の不履行に係る責任は、本件免責条項によ
り免除されるものと認められる。」とした。

⚫ 2審では、控訴を棄却。

上告審（最高裁）の概要

⚫ 以下の理由により原審の判断を是認することができないとされた。

➢ 水道法第15条第2項において、水道事業者が常時給水の義務を負う旨を定めた上で、ただし書において、「災害その他正当な理由があってやむを得な
い場合」には給水を停止することができる旨を定めていること。

➢ 水道法１５条２項が利用者保護の要請に基づく強行規定であると解され、本件条例１６条１項が水道法１４条１項の供給規程として定められたもので
あることに鑑みると、本件条例１６条１項は、水道事業者が負う給水義務の内容を定める水道法１５条２項を受けて、原則として水道の使用者に対し
常時水が供給されることを確認したものにすぎないというべきである。

➢ 本件条例１６条３項は、水道事業者が、水道法１５条２項ただし書により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係
で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、水道事業者が給水義務を負う場合において、同義務の不
履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではないと解するのが相当である。

➢ 本件断水による給水義務の不履行に基づく損害賠償責任の有無については、本件断水につき、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合に当た
るか否かなどについて更に審理を尽くした上で判断すべき。

⚫ 原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻すに当たり、差戻審において考慮されるべき点について、以下の通り付言されている。

➢ 本件断水につき、水道法１５条２項ただし書に定める場合に当たるか否かを検討する必要がある

➢ 水道施設の損傷につき水道事業者の過失が認められるか否かという問題と給水義務の存否との関連性についても検討する必要があるように思われる。



266

１４ . その他 ( 4 ) 水道の諸課題に係る有識者検討会について

～検討会の概要～

趣 旨

昨 今 、 水 道 に 関 し て 大 規 模 な 事 故 な ど 様 々 な 問 題 が 発 生 し て お り 、 課 題 や 対 応 策 等 の
整 理 ・ 検 討 が 必 要 と な っ て き た と こ ろ で あ る 。 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 現 在 の 課 題 の
洗 い 出 し を 行 い 、 改 善 に 向 け た 今 後 の 本 格 的 な 検 討 に つ な げ る た め 、 有 識 者 ・ 水 道 事 業
者 等 を 構 成 員 と す る 検 討 会 を 開 催 す る 。

構成員

青 木 秀 幸 （ 日 本 水 道 協 会 ・ 理 事 長 ）
浅 見 真 理 （ 国 立 保 健 医 療 科 学 院 生 活 環 境 研 究 部 ・ 上 席 主 任 研 究 官 ）
伊 藤 禎 彦 （ 京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ・ 教 授 ）
清 塚 雅 彦 （ 水 道 技 術 研 究 セ ン タ ー ・ 常 務 理 事 ）
鍬 田 泰 子 （ 神 戸 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ・ 准 教 授 ）
滝 沢 智 （ 東 京 大 学 大 学 院 工 学 系 研 究 科 ・ 教 授 ／ 水 環 境 工 学 研 究 セ ン タ ー 長 ）
広 瀬 明 彦 （ 国 立 医 薬 品 食 品 衛 生 研 究 所 ・ 客 員 研 究 員 ）
増 田 貴 則 （ 国 立 保 健 医 療 科 学 院 ・ 統 括 研 究 官 ）
松 井 佳 彦 （ 北 海 道 大 学 大 学 院 工 学 研 究 院 ・ 教 授 ）
松 下 拓 （ 北 海 道 大 学 大 学 院 工 学 研 究 院 ・ 准 教 授 ）
宮 島 昌 克 （ 金 沢 大 学 大 学 院 ・ 名 誉 教 授 ）
宮 田 雅 典 （ 大 阪 市 水 道 局 ・ 水 質 試 験 所 長 ）
山 村 寛 （ 中 央 大 学 理 工 学 部 ・ 教 授 ）

※5 0音順
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～検討会の概要～

開催状況

回 数 開催日 議題

第５回
（予定）

2023年3月22日
（令和5年3月22日）

（１）水道資機材の基準について
（２）布設工事監督者、水道技術管理者の資格要件について
（３）その他（運搬送水等）

第４回
2022年12月27日

（令和4年12月27日）
（１）水道の基盤強化に関する施策の実施状況等について
（２）水管橋事故を受けた水道施設の維持・修繕に係る検討について

第３回
2022年9月27日

（令和4年9月27日）
（１）水管橋崩落を受けた今後の施設の維持管理制度について
（２）布設工事監督者、水道技術管理者の資格要件について

第２回
2022年6月14日

（令和4年6月14日）
（１）水道資機材の基準について
（２）水道事業者等が行う定期の水質検査及び簡易専用水道の定期の検査

第１回
2022年5月30日

（令和4年5月30日）
（１）水管橋崩落を受けた今後の施設の維持管理制度について
（２）布設工事監督者、水道技術管理者の資格要件について

会議資料等はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25808.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25808.html

